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社団法人日本林業技術協会

理事長弘中義夫

謹んで新春のお慶びを申し上げます。21世紀最初の新年を迎えられて，会員の

皆様は各人各様に心に期すものがあることと思います。新たな時代を迎えるにふ

さわしい飛躍の年となることを祈念しています。

わが国の森林・林業政策については，昨年10月，林政審議会において，「新た

な林政の展開方向」が取りまとめられました。この中で，政策の目的を森林の多

様な機能の持続的な発揮という考え方へと転換し，林業を森林の整備と森林資源

の持続的な利用を担う産業と位置づけています。さらに，森林の多様な機能の持

続的な発揮を図るという観点から林政の目標を設定することとし，森林のゾーニ

ング，多様な施業の導入，森林のモニタリング等の必要性が指摘されています。

日本林業技術協会では，昨年の『林業技術』において，20世紀の森林･林業と

いう特集を組み，これまでの林業技術の変遷を取りまとめましたが,本年は，「新

たな林政の展開方向」を具現化するために，幅広く関係者の意見を聞きながら，

新世紀における新たな林業技術のあり方，転換方向について取りまとめ，提言を

してみたいと考えています。

一方，国際的な視点に立つと，地球環境問題を解決していくためには国際的な

協力体制を強化することがますます重要になっています。また，各匡|民の自由で

平等な交流を通じて経済社会文化の発展を願うには,各地域のLocalityを尊重し

つつもあらゆる分野でのGIobalizationは避けて通ることはできません。さらに，

これらの国際的な課題を解決するには,NGO,NPOの役割も重視されています。

日本林業技術協会は，昨年は,FSCへの加盟，小渕基金による中国との緑化協

力など，ささやかですがNGOとしての国際的な活動を試行してきました。本年

は，このような活動をさらに発展させていくとともに，長期的には，他分野の

NGOとも協力しつつ，森林認証制度におけるJapanStandardの策定など幅広

い活動に取り組んでいくことが必要であると考えます。

21世紀の幕開けは，当協会の創設80周年の記念すべき年でもあります。80周

年の記念行事については鋭意検討，準備を進めていますので，会員各位多数の参

加を期待しています。本年も，会員活軌技術の開発・普及活動の充実を図って

参りたいと考えていますので，会員各位のご指導，ご協力をお願いして年頭のご

あいさつとします。

’
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＜緊急報告＞

気候変動枠組条約第6回締約国

会議(COP6)の結果について
あかほりさとし

林野庁研究普及課調整班課長補佐赤堀聡之

1．はじめに

地球渦|暖化問題というと，近年の猛暑・'暖冬傾

向などはわりあい実感しやすい反面，概地の氷河

が解けて海面が上昇するかもしれない，といった

科学者からの警鐘は，規模的にも時間的にもスケ

ールが非常に大きく，日常のものとは感じにくい

ものではないだろうか。

人類の活動による二酸化炭素の排出により気候

変動が起こる可能性は,19世紀末にすでに指摘さ

れていたが，地球温暖化問題に対する国際的な取

組みは，1988年の「気候変動に関する政府間パネ

ル」(IPCC)の設立,1992年の地球サミット

(UNCED)を機に策定された「気{I炎変動枠組条

約｣，そして，1997年12月の京都会談(COP3)

での「京都議定書」の策定など，比較的最近のこ

とといえる。このうち，京都議定書は，先進各国

の温室効果ガス排出削減目標など，地球温暖化防

止・緩和に向けた国際的約束を盛り込んだ「法的

拘束力のある文書」という位置づけで策定された

ものであり，わが国も6％の排出削減I引標を，約

束期間(2008年～2012年）までに達成する義務を

負っているところである。

京都議定書には，先進各国の温室効果ガス排出

削減月標のほか，これを達成する手段として，森

林等の温室効果ガス「吸収源｣の取扱い，「京都メ

カニズム」（後述)等が示されているが，いずれも

｢骨組み｣の段階であり，直ちに各国が京都議定書

を国会で批准し実行に移すことのできる状況には

ない。「法律｣はできたが，それを実行に移すため

の「政令・省令」あるいは「要綱・要領」が作成

されていない，といったところである。このため，

1998年10月のCOP4(アルゼンチン･ブエノス

アイレス)では,COP6において京都議定書の具

体的実施ルールを作成・最終決定することが合意

され,2000年11)｣のCOP6での合意に向けて締

力的に交渉が続けられたが，残念ながらCOP6

では十分な合意には至らなかった。

COP6に至る交渉の中で,森林等の吸収源の取

扱いが一つの諭点となっており，今回のCOP6

でも，先進各国の排出削減目標達成にあたって，

吸収源の適川をどの程度まで認めるかについて，

アンブレラグループ（日米加等の非EU先進国グ

ループ),EU(欧州連合),およびG77+中国(途

上国グループ）の間で意見の調整に至らなかった

ことが,COP6決裂の一つの要因であったという

ことができる｡一方,2001年5～6月にはCOP6

再開会合が開催されることとなっており，ここで

吸収源の取扱いについて最終決定がなされれば，

わが国としても約束履行に向け，森林等による吸

収量把握の体制等を幣備することが必要となって

くるとともに，森林･林業･木材部門としても地球

温暖化防止に向けた貢献が期待されることとなる。

身近には感じにくい地球温暖化問題および国|際

交渉であるが，京都議定書および今回のCOP6

について解説させていただく。

2.COP3および京都議定書

1992年6月の地球サミット(UNCED)で合意

された「気候変動枠組条約」では，地球温暖化防

止・緩和やこれに向けた政策措置を，国際的に協

力して行うこととされていた。しかしながら，先

林業技術No.7062001.1-⑬



進国の大部分で引き続き排出増加傾向にあること

が，その後明らかになったため,COP1(1995年

3月，ドイツ・ベルリン）において,COP3まで

に先進各国の排出削減目標を含む法的拘束力を有

する文書を作成することが合意された。

1997年12月のCOP3で採択された京都議定

書の概要は，次のとおりである。

（1）温室効果ガス排出削減目標

基準年排出量（]990年）を基準に，これに対す

る第1約束期間中(2008年～2012年)の平均排出

量に削減目標を設定(わが国6％，米国7%,EU

8％)。

（2）炭素吸収源

森林等を炭素吸収源と認め，この吸収源に関す

る1990年以降に実施された人為的活動による吸

収量を排出削減目標に加味。

（3条3項)1990年以降の新規植林･再植林に

よって造成された森林が約束期間に吸収する分

と約束期間の森林減少による排出分の差を削減

目標達成に加味。

（3条4項）3条3項以外の活動として，腱朋

地土壌，土地利用変化および林業の分野におけ

る「追加的人為的活動」について，1990年以降

に実施されたものによる吸収錘を第1約束期間

に適用。

（3）京都メカニズム

複数の締約国が共同で削減目標を達成するもの。

共|可実施(J1,京都議定書6条，先進I型|等の間で

排出削減（または吸収）プロジェクトを実施する

もの)，クリーン開発メカニズム(CDM,12条，

先進国等と発展途上締約国の間で排出削減（また

は吸収）プロジェクトを実施するもの）および排

出鐘取引き(ET,17条，先進I玉|等の間で排出枠の

一部を売買するもの）の3つを規定。

3.COP6へ向けての協議

1998年11月のCOP4(アルゼンチン･ブエノ

スアイレス)では,COP6までに京都議定書の具

体的実施ルールを最終決定することが合意された

(ブエノスアイレス行動計画)。これを受けて，

④－林業技術No.7062001.1

COP5(1999年11)1,ドイツ・ボン）等の会合

では,COP6へ向けた取組みについて協議が行わ

れ,特に2000年に入ってからは,非公式会合や課

題別ワークショップが断続的に開催されるなど，

精力的な交渉が行われた。

森林・林業との関連では，①吸収源の取扱いに

関して，3条3項の活動に関する定義，3条4項

に含むべき「追加的人為的活動」の対象範囲等，

②クリーン開発メカニズム(CDM)に吸収源活動

を含めるか，が争点となっていた。各グループの

主張は次のとおり。

（1）吸収源の取扱い

アンブレラグループ（日米加等の非EU先進諸

国）：排出削減目標達成にあたっては,費用効果の

高い手法を制限すべきではない。吸収源活動のイ

ンセンティブを高めるうえでも，広範な活動を認

めるべき。3条4項の追加的人為的活動は3条3

項とのパッケージで第1約束期間から適用すべき

(わが国としては,3条4項の適用により全森林の

吸収鼓37％の確保を期待)。

EU:排出削減目標の達成は,主に国内での化石

燃料からの排出削減努力により行うべきであり，

吸収源活動を無制限に認めるべきではない。3条

4項は，測定の不確実性等の問題が解決されない

かぎり適用すべきではない。

G77+中国(途上国グループ):地球温暖化はそ

もそも先進国の産業活動によるものであり，先進

唾lが化石燃料からの排出削減努力を責任をもって

行うべき◎吸収源活動は無制限に認めるべきでは

なく，3条4項は適H1すべきではない。

（2）吸収源CDM

アンブレラグループ：吸収源事業はCDMの目

的の一つである途上国の持続可能な開発を支援す

るものであり，吸収源はCDMの対象とすべき。

パーマネンス(吸収された炭素の永続性)，測定の

不確実性等の問題は解決できない問題ではない。

EU:吸収源事業は不確実性が高いなどの問題

あり。吸収源をCDMの対象とすることには消極

的。

中国，ブラジル，インド等途上国の大半：測定



"COP6会議場(オランダ･ハーグ）

の不確実性の問題が解決していないなど，吸収源

をCDMの対象とすることに反対。

ボIノビア，コロンビア，チリ等中南米諸国：森

林減少対策や植林等の|隔広い吸収源活動をCDM

の対象とすべき。パーマネンスの問題に対しては，

コロンビアが解決案を提出。

4．COP6の結果

COP6は,2000年11月13～25日（当初24日

までだったのを1日延長)，オランダ･ハーグにお

いて開催された（全体議長は，プロンクi胸環境大

臣)。わが国からは，川口環境庁長官を筒I術交渉官

に，外務省，環境庁，通産省，農林水産省等の関

係各省庁の担当官が参加した。京都議定響の具体

的実施ルールを決定すべく，第1週uは事務レベ

ル会合，第2週目は閣僚級会合を開催し，各幽は

精力的な交渉を重ねたが，最終的には十分な合意

を見るに至らなかった。

特に，吸収源の取扱いは，今回会合の一つの論

点であり，排出削減目標達成にあたって，吸収源

の適用をどの程度まで認めるかについて，アンブ

レラグループ,EU,G77+中国の問で，意見調整

が不訓であった｡具体的には,以下が争点となった。

①第1約束期間における3条4項（追加的人為

的活動）適用の可否。

②3条4項適用にあたっての自然起因による吸

収鼓等の分離。

③3条4項適用によるクレジットのスケール

(排出削減|管1標に対する規模)。

なお,今回会合で合意に至らなかったため,2001

年5～6月にCOP6再開会合を開催することが

提案され，合意されるところとなっている。

（1）事務レベル会合（第1週）

吸収源コンタクトグループ（課題別の担当者会

合)において,SB13までの協議を踏まえ作成され

た議長テキスI､を検討した。①森林等の定義，②

3条4項の活動の範囲，③自然起因による吸収量

の分離，④クレジットのスケール，⑤吸収源

CDM,等が主要課題であった。

各グループの基本的な主張は，次のとおり。

アンブレラ：3条4項は第1約束期間から通N］

すべき。上記③および④への対処手法として，吸

収量を3段階に分け，一部に割引率を適用する手

法（フェーズイン・アプローチ）を，日米加共同

提案として提示。吸収源CDMは認めるべき。

EU:クレジッl､のスケール,不確実性等の問題

が解決されないかぎり，3条4項を第1約束期間

から適用すべきでない。自然起因による吸収量は

分離すべき。吸収源CDMは，クレジットのスケ

ール，不確実性等の問題から適用すべきでない。

G77+中国:3条4項は第1約束期間では適用

すべきでない。1塁I然起因による吸収量は分離すべ

き。吸収源CDMについては，賛成の中南米諸|頭I

等とその他反対諸閏があり，グループ内での意見

調整できず。

以上のように，グループ間での意見の相違が大

きく，調整は不調であった。第2週の閣僚級会合

で検討されるべき改訂テキスト作成のため,17R

午後から18R未明にかけて行われた協議は紛糾

し,大きな進展もないまま18日午前4時過ぎにコ

ンタク1､グループ議長が協議打ち切りを宣言した。

（2）閣僚級会合（第2週）

①サブグループによる検討（20～22日）

20日にプロンク議長メモ(COP6での主要論

点についてのプロンク議長取りまとめ）が提示さ

れ，同ペーパーに示された4つの課題ごと（途上

国問題，京都メカニズム，吸収源，遵守ほか）に

サブグループを設置し，閣僚級での交渉を行った

(京都メカニズム･サブグループ議長を川1~1長官が

担当)。

吸収源サブグループでは9a.第1約束期間にお

ける3条4項適川の可否,b.自然起因による吸収

量等の分離9C.クレジッ1､のスケール，を主要課

題として議論が進められたが，調整は不調に終わ

った。

②プロンク議長ペーパー（23日）

20日のプロンク議長メモおよび20～22日の各

サブグループでの交渉結果を踏まえ,23日にプロ

ンク議長ペーパーが提示された｡この中での,吸収
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源の取扱いは以下のとおり。

a.キャップ3%(吸収量適用の上限を，基準年

排出量の3％とする)。

b.3条3項で排出塗が計上される場合,3条4

項の吸収量で相殺可。

c上記bを適用した残りの3条4項の吸収鉱

に，割引率85％を適用。

d.CDMには新規植林，再植林のみ含める。

上記a～cを適用した場合，わが国が吸収源に

より獲得されるクレジットは，0．6％程度と試算

される。

このような状況のため，わが陸lを含むアンブレ

ラグループは，プロンク議長ペーパーに反対,EU

もアンブレラグループとは方向性は異なるものの、

反対を表明した。

③25日の会議中断報告

各グループ間での意見調整が不調だったことか

ら,COP6会期を1日延長し交渉を続けることと

なり，24日夜から25日朝にかけて断続的に会合

が行われ妥協の道が探られたが，最終的には合意

に至らなかった。

このため,25日午後の非公式閣僚会合で,プロ

ンク議長より,今回会合で合意に至らなかったこと

が報告された｡また,今回会合の結果を踏まえ,2001

年5～6月にCOP6再開会合を開催することが

提案され(第14回補助機関会合と合わせて|;|1111:の

模様),各国｡グループが合意することとなった。

5.COP6再開会合および

第1約束期間への対応

京都議定書の具体的実施ルールに関する決定は，

特に吸収源の取扱いについては，各国の削減目標

の達成，ひいては産業の競争力にも影響を与える

こととなるため，非常に政治色の強い協議となっ

た｡今回は2001年5～6月にひとまず持ち越しと

いう形となったが，米国での政権交代など新しい

動きから，各グループ内での意見調整等も行われ

ると見られ，このような動きがCOP6再開会合

に向けての今後の交渉に影響を与えるものと考え

られる。

一方，削減目標の履行にあたって，排出削減・

吸収量の報告および審査（京都議定書7条および

8条)，およびこれらに関する国内制度の整備(5

条）を実施すべきとして，京都議定書に規定され

ており，『京都議定書5，7，8条｣として一まと

まりの，交渉課題の一つとされている。この交渉

課題は政治色の比較的薄いものでもあり，各国担

当者によるこれまでの協議により各種ガイドライ

ンが作成されてきており，吸収源との関連では，

報告等に関する｢優良事例｣に関する作業が,2001

年2月以降IPCCにより実施されることが決ま

っている。

以上のような状況から,COP6再開会合に向け

わが国としての主張や各国への対応を再度検討し

ていくとともに，吸収量の報告等に関する体制整

備を今後の中長期的な課題として，精度の高い測

定や関連のデータ蓄積,IPCC等の国際的検討体

制に，関連の研究機関とも共同して対応していく

ことが必要となっているところである。

地球渦|慶化問題は,COP6再開会合などで一段

落するものではなく，今後継続的に対応していく

べき剛際的課題となっている。読者の皆様からも，

ご意見。ご協力等いただければ幸いである。

【参考文献】

森林・木質資源を活用した循環型システムの構築を目指し
て，森林・林業・林産業と地球温喝防止に関する検

討会資料（林野庁，平成10年4月)．
地球温暖化と森林・木材（日本林業調査会，平成10年8
月)．

熱帯林業43,45号（国際緑化推進センター)．
緑の地球30，38，43，47，49，51，52，53，54，55号(国
際緑化推進センター)．

森林科学28号（日本林学会，平成12年2月)．
木材情報（日本木材総合情報センター，平成12年6月)．

（
林野庁HP

http:"www.rinya.maff.go.jp/ 〕
◇技術士（林業部門）受験講習会の問合せ先
林業部門技術士会事務局(aO3-3582-1955)まで。識習会は，平成13年2月23日(金),於日本自転車会館。
◇第13回森林レクリエーション地域美化活動コンクールについての問合せ先
全国の森林レクリエーション地域において，美化活動を積極的に行っている学校またはボランティア団体等を
対象に表彰。㈱全国森林レクリエーション協会(盃03-5840-7471,担当：秦野）まで。2月28日締切り。
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合
う 現場では…今月のテーマ

会員の皆様，あけましておめでとうございます。さて，行政，研究，経営などそれ

ぞれの現場では，さまざまな条件のもとで，明日を目指した努力が積み重ねられてい
ます。新たな世紀の新年にあたって，現場最前線のレポートをご紹介します。

1コ研究の現場では…

林業機械の技術開発の現状

はじめに 森林総合研究所

生産技術部
林業機械を取り巻く状況は，この十数年大きく

変化しています。特に，伐木集材用の機械の移り

変わりは著しく，伐出作業現場において高性能林

業機械と称される機械が働く姿は今やふつうの光

景となりました。林野庁が商性能林業機械の統計

を取り始めた昭和63年度に23台だった普及台数

が,平成11年度には2,100台を超えるまでになっ

ています。これらの機械は，欧米で開発と普及が

進み生産性での実効を上げた機械がモデルになっ

ていますが，現在わが国で普及している機械は，

国内のメーカによって製作されたものが大半を占

めています。

現場での普及が進み，メーカの技術力も向上し

たとはいえ，現在の機械ではまだ満足しない機械

ユーザの多いのが現実です。実際，導入が進んだ

からといって生産性が格段に向上したとはいえず，

開発改良と普及導入の余地が大きいこと(ﾉ)は事

実です。また，輸入材とのilli格競争に打ち勝ち，

国産材の市場を拡大するために，高性能林業機械

によって素材生産の低コスト化を押し進めること

は国の方針(2)となっています。これら現場や行
こた

政の要求に応え，機械の|刑発と普及を進めるため

に，技術開発は必要不可欠なものです。

以下では，林業機械の技術開発の現状について，

開発体制と研究の動向を紹介したいと思います。

技術開発体制

林業機械の技術開発にはハードとソフト，すな

林業機械科ひろくしんじ
伐出機械研究室室長広部伸二

わち，どのような構造と性能を持つ機械を開発す

るのかという面と，どのような場所でどのように

機械を使用するのかという而の2つがあり，両者

は切り離して考えることはできません。機械を開

発するためには，作業条件を設定することが必要

であり，機械を普及させるためには，基盤整備を

含めた最適な作業システムを提案する必要がある

からです。なお，技術開発を進めるうえで，どん

な場所でもどんな作業でも1台で行える機械とい

うものは想定されていません。そのような万能機

械は，開発するのが技術的に困難であるというこ

ともありますが，すべての作業条件で必ずしも最

適な機械であるとはいえず,{llli格的にも高mliなも

のとなることが予想されるからです。そのため，

作業対象や作業場所に制限を設け，かつ作業種を

限定した機械類を開発し，それらを作業条件に応

じて組み合わせて使うことで最適な作業システム

を構築するというのが技術開発の|]的となるので

す。

技術開発では，国や地方自治体の行政による事

業と研究機関や大学による研究がありますが，こ

れら組織間の技術的な情報のつながりを図①に示

します。なお，この図は，主要と思われる技術開

発を対象にして著者が作成したものであり，その

すべてを網羅したものではないことをご了解くだ

林業技術No.7062001.1-⑰



林野庁

、
行政対応研究

普及促進事業 都道府県

／
プロジェクト研究

森林総研

大学
実証試験機械開発事業

委員

／

礫機械化協会1
－、

林業機械化協会 森林所有者

事業体

制作委託

、、
機械メーカ

さい。

ハードの開発事業としては，林野庁の高性能林

業機械開発関連事業がその主たるものです。この

事業では，林業機械化協会が実施主体となり機械

開発を行っていますが,過去20数年間にわたるさ

まざまな機械の開発改良を通じて(､3)，わが国の

ハード開発技術の蓄積に大いに貢献してきたとい

えます。また，平成に入ってからは学識経験者や

ユーザからなる機械開発委員会が設置され，開発

対象機械についての指導助言が行われる体制が整

いました。大学や森林総研の研究員は委員会に参

加するだけでなく，その下部組織の機械別研究会

に属し，開発委託先メーカの製作した機械の性能

評価試験に参画することでその性能向上に努めて

います。また，事業体や森林所有者も開発委員会

に参加するとともに，性能試験のフィールドを提

供することで機械開発に寄与しています。なお，

図①では「機械メーカ」と「森林所有者，事業体」

の問に「性能試験」という言葉を付しましたが，

これはメーカの独自開発による機械の性能試験の

意味も含めたものであり，林野庁の開発機械にお

ける性能評価試験に限っていえば，試験から得ら

れた結果は，事業実施主体である機械化協会と機

⑬－林業技術No.7062001.1
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性能試験
／ ぐ図①林業機械の技術開発体制

械別研究会メンバ，および機械製作メーカの共通

の知見であり，事業報告として取りまとめられた

後，林野庁の機械開発技術として蓄積されるとと

もに，技術情報として一般に公表されています。

都道府県においては，独自に機械開発を行うこ

とも可能ですが，国の事業のような大規模な予算

化は困難なため，機械の開発よりも普及に力を入

れているのが現状です。特に，地域ごとの作業条

件に適合した機械作業システムの構築と機械オペ

レータの育成を最重点課題として，林野庁の補助

事業だけでなく独自の事業化を行っている自治体

も多く，その意味では，ソフトの技術開発に大い

に貢献しているといえるでしょう。図①の「都道

府県」と「森林所有者，事業体」との間に付した

｢実証試験｣は，既存の市販機械の作業性を見極め

るための実証試験を意味しており，その結果は，

自治体の広報誌あるいは林野庁への事業報告を通

じて公表されています。

以上の事業を概観すると，ハードの技術開発は

国が，そしてソフトのそれは都道府県が担うとい

う構図がうかがえます。多額の費用がかかるハー

ドの開発は国が主導的に行い，さまざまな作業条

件で数多くの実証試験が必要なソフトの開発は都



▼表①森林利用学分野における研究項目

道府県が分担して行うというのは，予算や人員の

規模から見て妥当な方法といえるでしょう。前述

のとおり，技術開発においてはハードとソフトは

不可分な関係です。両者をより一層有機的に結び

付けるための努力は今後も必要です。

一方，研究機関や大学の研究では，行政施策や

民間活動に資する基礎研究を行うことが基本とさ

れています。ハードでは実機開発の基礎となる個

別技術の開発であり，ソフトでは最適な作業シス

テム構築の基礎となる要素技術の確立です。しか

しながら，ハードとソフトの両方において，特別

な研究予算を狸得しないかぎり，実用レベルの技

術開発に直結した研究を行うことは困難な状況に

あります。ハードでは，たとえ部分的な機械装置

の試作であっても多額の費用がかかり，ソフトで

も，作業条件に応じたデータの収集には多大な人

手と労力がかかるからです。それでも，特別な研

究予算化の道はあり，そのいくつかを図①に示し

ます。「森林総研」と｢林野庁」との間に付した｢行

政対応研究」は，行政の要望に応じる形で予算化

される研究で，いくつかの形態があります。同じ

く「機械メーカ」との間の「共同研究」では，制

度化されたものとして官民交流共同研究がありま

す。さらに「都道府県」との間の「プロジェクト

研究」では，林野庁の予算化による大型プロジェ

クト研究があります。ハードとソフトの区別でい

えば，前2者は主としてハード形の研究，後者が

ソフト形のそれといえます。なお，大学はその属

する省庁が異なるため，上記の研究予算化におい

て森林総研と同じ立場というわけではありません

が，文部省による科学研究費補助金制度等の独自

の予算化の方策はあります。いずれにせよ，産官
けんでん

学の連携が喧伝される中で，研究機関，大学，お

よび民間企業との間の共同研究の場がさらに拡大

することを期待したいと思います。

会が発行する会誌等からもその動向をうかがうこ

とができます。林業機械関連の学会としては，日

本林学会と森林利用学会があり，前者では林業機

械は利用部門の中に含まれ，また，その利用部門

だけが独立した学会である後者ではその一研究項

目に位置付けられています。前者の利用部門と後

者で発表される研究を合わせて｢森林利用学分野」

の研究と呼ぶことにしますが，その中で，研究課

題は表①のような項目に区分することができます。

ここで，表の「機械」「作業」および「林道」の3

つは，従前から利用分野の研究を区分する際に使

われていた用語で，表に示すような細部項目があ

ります。同じく「森林作業と森林環境」は，平成

8年の日本林学会大会から新たに設けられたテー

マ別セッションの名称で，森林作業が森林内外の

環境に与える影響を評価し，森林作業と森林環境

が共存するための方策を探る研究とされています。

これは，生態土壌，あるいは水文等他分野との

境界領域の研究であり，利用分野の新たな展開と

いえるでしょう。また，「経営基盤計画｣は著者が

仮に付けた項目名ですが，その内容は地域施業計

画の研究版ともいうべきものです。具体的には，

森林の地形・資源量と林分の配置を把握し，適切

な林道配置や機械作業システムを選択することで，

最適な生産活動と林分誘導を行うための研究と理

解することができます。従来は林政や経営の分野

で公表されていた研究も含まれており，これも利

用分野と他分野との境界領域研究といえます。以

下では，表①の区分に従い，「経営基盤計画｣を除

いた4つの項目について主要な研究成果をご紹介

したいと思います。なお，これらは，著者の独断

と偏見で選んだものですから，研究機関，大学，

学会での評価．あるいは公表や発表の有無や多寡

林業機械の研究動向

林業機械の主要な研究は，国や都道府県の研究

機関と大学で発行される研究報告等で見ることが

できますが，そのほかにも，研究者が参加する学

林業技術No.7062001.1-⑲
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▲ 図②軌条形集材機械

とは必ずしも一致しないことをご了解ください。

まず，「機械｣については，表①のように，1.開

発改良，2.自動制御，および3.性能評価に大別す

ることができます。機械研究の目的は，大きな意

味ではすべて開発改良ですが，1は新しい機構や

装置を対象としたものであり，狭義の開発改良で

す。2は現存する機械や装置を対象に，その省力

化あるいは無人化のための制御技術を開発するこ

とです。3も現存する機械や装置を対象にします

が，林業作業で用いるうえでのハードの機能を見

極めようとするものです。

1の研究例としては，脚式移動機椛の研究が進

められています。この機構は，ホイール式やクロ
かくらん

－ラ式の足回りに比べて林地撹乱が少なく傾斜へ

の対応も容易であり，実用化の基礎となる研究結

果ｶﾖ期待されます。ただし，北欧では，非常に高

価ではあります力轆用の脚式林業機械がすでに開

発されています。そこで，わが国で同様の機椴を

開発する際には，より簡易な構造を持ち，重雄が

軽くエネルギー消費の少ないものを目指す必要が

あります。脚以外の移動機構としては，軌条形の

⑩－林業技術No.7062001.1

機械があります。基本は農業・建設用モノレール

ですが，林業の集運材に対応できる構造となって

います(図②)。この研究成果は，林業機械化協会

の開発事業に受け継がれ，急傾斜地における物流

ネットワークを実現する機械として開発が進めら

れています。そのほかでは，簡易索張り式スイン

グヤーダの改良があります。この機械は，固定式

のタワーを持つものに代わって近年導入が進んで

いる集材機械です。その樅造は，油圧式のパワー

ショベルに集材ウインチを架装したものですが，

転落による災害が発生したこともあり，その安定

性確保のための改良が進められています。

2の研究例としては，集材車両の無人走行化の

研究があります。これは，機械集材路を走行する

という単純作業にかかわらず運転手の拘束時間が

長いため，集材作業省力化のネックとなっている

小形集材機械を対象に，自動運転の技術開発を行

うものです。機械集材路は一時的な使用に供する

ものが多く，恒久的な誘導施設を設置することは

困難なため，より簡易な方法として磁石マーカを

集材路上に配置することによって車両の誘導を行
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▲写真①無人集材車両試験装置

する研究もあります。近年繊維ロープの性能が向

-1L，耐荷重や伸び率の点ではワイヤロープに匹

敵するものもありますが，摩耗や摩擦に弱いとい

う欠点があり，その克服力聯題となっています。

r作業」では，「作業システム」で,i筍性能機械

が現場に導入されてから後，これらの機械の作業

功穏の研究が続けられています。この研究には，

使用する機械や作業の違いについて作業条件ごと

の調査と分析が不可欠なため，多大の労力を必要

とします。長年，各地で行われた研究の積み重ね

により，素材生産の作業では個々の機械について

ほぼその生産性を把握できる段階に達しています。

この研究では，その調査方法と分析手法が，森林

総研と都道府県の大型プロジェク|､研究に採用さ

れ成果を上げています(")。現在も機械の組み合

わせの違いによる功程分析は続けられており，都

道府県等で行う機械作業システム普及事業に質献

することが期待されます。「労働科学｣でも，高性

能機械の導入に伴って，機械オペレータの負担や

疲労を調べる研究が始められました。従来の人力

作業に比べて，これらの機械では肉体的な疲労は

ほとんどありませんが，機械の操作箇所が多くま

た糖撒な操作が必要なため，精神的な負担が大き

くなります。これらの研究では，オペレータの視

点移動や心拍変化等を分析することで精神的な疲

う方式が試みられています(写真①)。そのほかで

は，立木の位置を両像によって自動認識する技術

の開発が行われています。これは林内を移動する

機械の走行制御の手法としてだけでなく，立木の

配置情報そのものを得るための技法であるといえ

ます。現在，簡単な基準点標識を林内に設置する

ことで，立木の位置精度を高める試みが続けられ

ており，立木の自動測定機械としての利用も期待

されています。

3の研究例としては，走行車両の土壌圧縮の研

究があります。これは，機械が林内や集材路を走

行する際に地面を圧縮することで，土壌そのもの

や近辺の立木の根系にどのような影響を与えるか

を評価する研究です。過去においても走行車両の

土壌圧縮や撹乱の研究は行われていましたが，立

木の根系への影響評価は近年になってからのこと

であり，「森林作業と森林環境｣の研究にもつなが

る新しい柵究といえます。また，林業機械そのも

のではありませんが,GPS機器の性能評価試験が

各地で続けられています。立木や地形変化の影響

による位置測定精度の評価が主ですが，これらの

機器は，近年その性能が一層向上しており，林業

機械への利用が期待されます。そのほかでは，従

来から架線集材に用いられているワイヤロープに

代わるものとして，合成繊維ロープの性能を評価

林業技術No.7062001.1-⑪



労を評価する試みが続けられています。また，機

械化作業による労働災害の分析も行われています。

高性能機械では，死亡災害事故はほとんどありま

せんが，オペレータがヒヤリとしたりハツとする

場面は多く，そのヒヤリ・ハット分析によって安

全な作業方法を求める研究が続けられています。

そのほかでは，機械操作の習熟度の分析や，機械

シミュレータによるトレーニング方法の研究も始

まっています。特に伐木造材機械では習熟に時間

を要するため，オペレータの早期養成と技能レベ

ルの高度化のために，これらの研究成果が求めら

れています。

「林道」については,r路網選定」として，循環

路網計画，あるいは利用価値分析やネットワーク

分析等の路網計画技法の研究があります。これら

は研究的には一定のレベルに達しており，実際の

路網作設による実証の段階にあります。また，路

網計画支援と評価のためにGISを利用する研究

もあります。これは，単に路網計画だけにとどま

らず，より広い範囲すなわち流域の管理にも利

用が可能であり，「経営基盤計画｣の研究ともいえ

るものです。「土質工法｣では，従来の路体構造や

その工法に代わって，のり面の崩壊や路面からの

浮遊砂の解析が進められています。これらは，林

道や作業道の路体保持だけにとどまらず，その周

辺への影響を調べるという意味で,｢森林作業と森

林環境」の研究に近いものがあります。また，木

製土留め工法の研究もあります。その保持力と耐

久性力証明されれば，間伐木の利用拡大につなが

るでしょう。「地形解析｣は，従来からもいくつか

の数学的手法で解析が行われてきましたが，地形

傾斜指数によって地形の複雑さを表現しようとす

る試みがあり,GIS情報としての利用力測待され

ます。

「森林作業と森林環境｣では，機械作業による残

存木への被害，機械走行による土壌圧縮・撹乱後

の後継樹への影響，林道開設による林地への影響

等が主なテーマになっています。要間伐林分が増

加し，さらに皆伐を伴わない更新が指向されてい

る中で，前2者は大きな研究課題です。また，林

⑫－林業技術No.7062001.1

道開設では，周辺の林分だけでなく流域の水系へ

の影響も考えられるため，早急な解明が必要です。

おわりに

わが国の林業を活性化させるために，その利用

の促進や流通の合理化も重要ですが，まずは素材

生産の効率化が必要であることはいうまでもあり

ません。そして，その効率化の最大の武器が林業

作業の機械化であり，その技術開発のための研究

と事業を続ける意味があります。ただし，どんな

性能の高い機械でもそれだけでは作業の効率化に

結び付きません。それは，使う人と使う場所と使

う方法が悪ければ機械の性能を十分に発揮できな

いからです。これら機械化にまつわるすべてにつ

いては，機械のレベルに合わせた技術開発が必要

不可欠となります。また，機械は一般に高佃iです

から，生産コスト低減のためにはどうしても事業

量の確保が必要です。これは，多分に施業計画に

頼る部分がありますが，逆に施業計画に資するた

めのゾーニングによる素材生産林の確保が必要と

なるでしょう。さらに，近年は,FSC認証制度を

持ち出すまでもなく，素材生産と環境保全は切り

離せない問題となっています。現に，欧州では，

林地保全のため林内への機械走行路の作設を制限

している国もあります。わが国でも林地林分を保

全しうる機械化作業への転換が図られるのは必至

で，そのための技術開発は今後ますます重要性を

増すことでしょう。
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、研究の現場では…

樹木の遣伝子操作-21世紀への展望
森林総合研究所 篠原健司（遺伝子発現研究室室長）

生物機能開発部●伊ヶ崎知弘（遺伝子発現研究室研究員）
生物工学科 毛禾1武（組織培養研究室主任研究官）

鴬
区~ゴ

しのはらけんじ

篠原健司

はじめに

平成8年の｢組換えDNA技術応用食品･食品添

加物の安全性評価指針」改訂に伴い，わが国でも

日常的に遺伝子組換え食品を購入することが可能

となりました。もちろん，各方面での反発もあり

ます。遺伝子操作技術の特徴は，元の植物の望ま

しい形質をすべて保持させたまま，目的とする単

一の形質のみを選択的に改変できる点にあります

(図①)。また，この技術を利用すれ

す。植物細胞への外来遺伝子導入法としては，ア

グロバクテリウム法，パーティクルガン法やエレ

ク1,ロポレーション法が知られています(a.3)。こ

のうち，アグロバクテリウム法とパーティクルガ

ン法は一般に，しかも広範囲に利用されています。

しかし，樹木では効率の良い個体再生技術は特定

の樹種（ハコヤナギ属）にのみ限定されており，

遺伝子操作の成功例は驚くほど少ない状況にあり

ます<a3)。まして，針葉樹での成功例は耐虫性を

ば，従来の交雑育種では不可能な他

の生物種由来の遺伝形質をも導入で

き，短期間で新品種の作出が可能で

す(Z)。遺伝子操作技術は食料とな
怠

る農作物ばかりでなく，花卉や樹木

といった植物全般に応用可能です。

一般に，樹木は永年性で，生殖活動

を開始するまでの期間が極めて長く，

しかも遺伝的に不均一な野生植物で

す。したがって，遺伝子操作技術は

交雑育種に不向きな樹木に対しても

有効な手法です。ここでは，樹木の

遺伝子操作の現状と21世紀への展

望について述べます。

樹木の遺伝子操作の現状

遺伝子組換え樹木の作出には，目

的の形質を支配する遺伝子，安定な

遺伝子導入技術，遺伝子導入した後

の効率の良い個体再生技術が必要で

[塞匿画医展需祠

八
鼠
有用形資を多く

もつ個体(A）

Aにはない有用形

質Bをもつ個体

鴎……側

曝た

鰯雛懲）し

様々な形質の子が産まれる
・林木においては、親の通伝子型がヘテロで、

多橡な鳩合が多く．交雑により生まれる子の過

伝子型と形質は予測が鰍しい

・子の形質が個体ごとに縄なるので、選抜や廉

価には莫大な時間とスペースが必要となる

31遺伝子導入’

#(駕淵駕感）
篭

鼠 拳“
Aに形質Bだけが付与される
・導入された退伝子以外、もとの木と全く同じ退伝子型

なので、子の形質の予測と評価が容易

・遺伝子型が全く同じクローンがたくさん作れる．

▲図①樹木の遣伝子操作と交雑育種の比較

林業技術No.7062001.1-⑬
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▲図②ホメオボックス遺伝子の過剰発現
により誘導されたセイヨウハコヤナギ形

質転換体の形態異常

A:コントロール,B～E:形態異常が誘導さ
れたセイヨウハコヤナギ。

スケールバー=1cm

壷

樹でも形質転換体作出技術を確立す

るため，パーティクルガン法による

至適の遺伝子導入条件を検討す’
罰

る(I3)とともに，不定胚を経l1lし

た個体再生技術の開発を進めています(“)。な

お，遺伝子導入効率を向上させるための樹木独自

のシステム開発も進めています。

環境問題への新たな取り組み

樹木の遺伝子操作は，林業，林産業や環境問題

への対応，遺伝子研究への利用といったi隔広い応

用が期待されています(｡ｼ)。わが国は森林が国土

の約7割を占め，乱開発による森林の衰退に歯止

めがかかっているかのように見えます。しかし，

世界の約8．3％にあたる2億5,300万トンもの石

油を消費し，海外から紙パルプの原料や建築木材

を大量に輸入している背景から，地球環境の保全

や持続可能な森林経営の達成に，より一層の貢献

が期待されています。ここでは，樹木の遺伝子操

作技術を環境問題対策の一手法として利用しよう

とする取り組み(ﾉ5）の現状と将来展望について

紹介します。

（1）耐塩性の付与

森林の急速な破壊により砂漠化が進んでいる地

域では，乾燥などの影響で土壌面に塩が析出する

現象が見られます。こうした地域では，森林を回

復させるために植林を行ってもうまくいかない場

合があります。そこで，砂漠化地域の緑化や拡大

トウヒ“）やカラマツ(5)へ付与した例しかあ

りません。遺伝子組換えによる樹木の形質改変に

おける最近のトピックスを挙げると，早期の花芽

形成の誘導(α7)，低リグニン含城の誘導(8)や

形態形成の制御〈，）などがあります。早期の花芽

形成の誘導では，花芽形成を支配する遺伝子を過

剰発現させるだけで8年以上かかるポプラの開花

期間を，1年以ドに短縮することが可能になりま

した。また，リグニン生合成系遺伝子を利用して，

リグニン含量の低いポプラが作出され，パルプ産

業には朗報となっています。つまり，脱リグニン
臆<

の工程には莫大なエネルギーとリグニン廃液を処

理する設備が必要であり，しかもこの工程ではダ

イオキシン等の有機塩素化合物が発生するので，

経費の削減と蝋境問題への対応が同時に期待でき

るわけです。後述しますが，こうした遺伝子組換

え樹木が即座に実用化されるわけではありません。

我々は，アグロバクテリウム法を用い，セイヨ

ウハコヤナギ(I"),シラカンバ(〃）やニセアカ

シア(〃）などの広葉樹において，形質転換体作

出技術を確立しました。妓近では，形態形成を支

配するホメオボックス遺伝子を過剰発現させ，セ

イヨウハコヤナギの形態異常を誘導することに成

功しています("）（図②)。また，スギなどの針葉

⑭－林業技術No.7062001,1
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遺伝子の発現量を調節することによ

って内在性のジベレリン域を制御し，

成長速度の早い樹木の作出を目指し

ています。そして，樹木のCO2固定

能の増強ができないか研究を進めて

います。最近,GA20酸化酵素の遺伝

子を過剰発現させると，ポプラの成

長が良くなるという報告(望）があ

ります。また，遺伝子操作によりリ

グニン合成を抑制したポプラでも，

その成長が促進されました(8)。た

だし，この結果は二次代謝の抑制が

一次代謝の促進に現れただけで，

CO2固定能は強化されていない可能

性もあります。

H3H3 H

鐙
ペタインアルデヒド グリシンペタイン

B(土壊細菌AﾉfhrobacrergﾉObimrmis)

④ 唾天秒
▲図③グリシンベタインの生合成経路
A;植物での生合成経路

B:土壌細菌Arthrobacterglobiformisでの生合成経路

防止を目指し，植物の耐塩性の強化に関する研究

が数多くなされています(ZaZZJS)。グリシンベ

タインは，浸透圧を調節するための適合溶質と呼

ばれる物質で，高等植物では二段階の反応過程を

経てコリンから生成されます("Is)(図③)。しか

し,二|,蟻III菌Aγ#"7℃6"jO7"gわか"b""だのコリン

酸化酵素はコリンから直接グリシンベタインを生

成します(”)。このコリン酸化酵素遺伝子をシロ

イヌナズナへ導入し，耐塩性を強化させたという

報告があります(Z9)。実験植物での成功例に基づ

き，グリシンベタインの生合成系の酵素遺伝子を

導入し，耐塩性が強化された樹木の作出を進めて

います。耐塩性の強化された樹木が作出されると，

環境修復への貢献が図れるだけでなく，樹木の生

育範囲の拡大も可能となるはずです。

（2）樹木の成長制御

遺伝子操作により，植物の成長に大きく影響を

及ぼす植物ホルモン量を制御することで，林木の

成長を制御できる可能性ｶﾇあります。ジベレリン

は成長促進の生理作用を持つ植物ホルモンで，イ

ソプレノイド経路のゲラニルゲラニルニリン酸か

ら”オーカウレンを経て合成されます(図④)。実験

植物では,“"-カウレン合成酵素をはじめ,ジベレ

リン生合成の各ステップに該当する酵素の遺伝子

が多数単離されています(”)。我々は，ジベレリ

ンの生合成経路の主要な酵素に着目し，これらの

ゲラニルゲラニルニリン酸

＜計ヨーパリルニリン酸合成酵素’崎
に
畷

コパリルニリン酸

二斗e"ルカウレン合成酵塞」

GA12-アルデヒド

●＜引7-酸化酵素’
一

GA121=GAs3

薑撫“蟇
早期非水

酸化経路 …
GADGA20

O<136-水酸化酵素岸●

蝉軍籍
）H

HO

GA4(活性型)GA1(活性型）

● O
GA34(不活性型)GA8(不活性型）

▲図④植物での主要なジベレリンの生合成経路
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1)通常のスギ 2)スギ組換え体

雄花形成を支配すアレルケン這 によるアレルゲンや雄花の生
る遺伝子の利用 伝子の利用

産量の抑制が可能となります。

⑬〈壷〉⑬実際の遺伝子操作ではｱﾝﾁ

…戦墓。舞繍窒茎縦蝋踊際
⑬函③（図⑤)｡ｱﾝﾁｾﾝｽ法は，

…職墓｡菱甥鯛篭:鶴蔚篭；
転蘂れるように遺伝子組換

雄花生産量の抑制アレルケン生産量の抑制 えを行う方法で，タンパク質

▲図⑤遺伝子操作による雄花およびアレルケン生産量の抑制の模式図合成に利用される特定の

（3）花粉症問題の対策

近年，わが国では「スギ花粉症」患者が急増し，

大きな社会問題となっています。この原因の1つ

に，戦後人工造林されたスギやヒノキ林の多くが

着花年齢に達し，花粉の生産量が急激に増加した

ことが挙げられます。スギの開花・結実は通常

20～30年生で開始されます。しかし，植物ホルモ

ンの一種であるジベレリンを葉面散布や樹幹注入

してやると，2～3年生でも花芽形成が確実に誘

導できます。スギ花粉症対策(ZaaZZZ)のため利

用可能な遺伝子としては，ジベレリンの生合成系

酵素を支配する遺伝子(”)，花芽分化を支配する

遺伝子(25;死),雄花の形態形成を支配する遺伝子

(";"),アレルゲン遺伝子(.2尻ag)が考えられま

す。著者の研究室では，スギ雄花の形態形成を支

配する遺伝子やアレルゲン遺伝子を単離し，それ

ら遺伝子の発現特性を解析しています。また，パ

ーテイクルガン法によりスギのさまざまな組織へ

外来遺伝子を導入し，発現させることにも成功し

ています(Z3)。スギでは試験管内挿し木で大量増

殖させることが可能です。しかし，遺伝子操作に

必須なカルスを経由した個体再生系はいまだ確立

されていません。そこで，カルスを経由した個体

再生技術の開発を進めています(〃)。現在，一部

で成功しているものの，個体再生の効率を高める

ため，最適の培養条件等を検討しています。効率

の良い個体再生技術が開発されれば，遺伝子操作

⑯一林業技術No.7062001.1

mRNAの有効量を減少させ

るものです。

興味深いことに，ポプラでは遺伝子操作により

早期の花芽形成の誘導に成功したという報告があ

ります(α6)。しかし，花芽分化を支配する遺伝子

の制御が不十分であるため，この組換え体は形態

異常を生じることもあります(6)。

（4）病虫害対策

マツノザイセンチュウによる「松枯れ病」など

樹病や虫害は，樹木において大きな問題です。こ

れらの対策として，耐虫性や耐病性などの付与ｶ

考えられます。樹木に細菌Bacj""st"2"f"9形ｼZ‐

sおの胞子に含まれる毒素(Bオトキシン)を生産す

る遺伝子を導入し，耐虫性を付与したという報告

が多数あります(g,S;a9,3の。また，バレイショ由

来のプロテアーゼインヒビターと呼ばれる，昆虫

の栄養摂取を阻害するタンパク質の遺伝子をポプ

ラへ導入し，耐虫性を付与したという報告もあり

ます(3Z)。ウイルスの外皮タンパク質遺伝子，キ

チナーゼ遺伝子，グルカナーゼ遺伝子等の導入に

より，耐病性を付与できる可能性もあります。耐

虫性や耐病性が付与されれば，樹木の継続的な成

長が保証され，結果としてCO2固定量が増加する

はずです。

（5）大気汚染物質耐性の付与

グルタチオンレダクターゼは，硫黄酸化物や窒

素酸化物，オゾンなどの大気汚染物質から生じる

活性酸素を解毒するのに重要な役割を担う酵素で



畔壁塾
|…屑薊彊詞

す。国立環境研究所では，このCH3

グルタチオンレダクターゼの道s

伝子をポプラへ導入し，高いグ℃H2

ルタチオンレダクタニゼ活性と ☆CH2

パﾗｺーﾄ耐性を新たに付与さH-6-NH'
COOH

せることに成功しました。しか
メチオニン

し，この組換え体は強いオゾン

耐性は示しません。一般に，植

物はオゾンによる障害を受ける

と，活性酸素だけでなく，植物ホルモンの一種で

あるエチレンの生成を促進させることが知られて

います(鍔)。エチレンは植物内で1-aminocvclo.

plopane-1-carboxylic=acid=(ACC)から合成

されます(図⑥)。つまり,ACC合成酵素の発現を

抑制することにより，オゾン障害で特異的に誘導

されるエチレンの生成を抑制すれば，高いオゾン

耐性を示す樹木が作出できると考えられます。

大気汚染物質ではありませんが，土壌中の有害

な2価の水銀イオンをほとんど無害な金属水銀に

還元するバクテリアの酵素を樹木に発現させ，水

銀イオンに対する抵抗性の付与に成功した例もあ

ります（.”)。

（6）紫外線耐性の付与

DNAに紫外線を照射すると,DNA鎖上の隣接

したピリミジン間に架橋構造が形成されDNAの

機能が損なわれます。このようなピリミジンニ箪

体の主なものは，シクロブタン型ピリミジンニ減

体(CPD),(6-4)光産物やデュワ光産物などであ

り，その90％近くがCPDであると考えられてい

ます｡これらのDNAの損傷に対し,生物はさまざ

まな修復機構を保持しています。その1つに光回

復と呼ばれるものがあり，植物ではCPDと(6-4)

光産物に対する光回復酵素(photolyase)の遺伝

子がシロイヌナズナから単離されています(”)。

この遺伝子を樹木で恒常的に発現させ，紫外線耐

性を示す環境緑化木の作出を目指して研究を進め

ています。
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▲図⑥植物でのエチレンの生合成経路

エチレン

での時間が長期間かかります。したがって，遺伝

子組換え体に付与された新たな形質の評価は，試

験管や実験施設内のみならず，自然環境下におい

ても長期間にわたり入念に行う必要があります。

同時に，遺伝子組換え植物の植栽に際しては，環

境への影響，つまり花粉や種子の飛散による導入

遺伝子の拡散に対して，細心の注意を払う必要が

あります。こうした導入遺伝子の拡散防止策とし

て，花粉に特異的に発現する遺伝子(麺）を利用

して，花粉の不稔化を図ることも可能です。

わが国には安全性評価の指針があり，安全キャ

ビネット，閉鎖系温室，解放系温室，そして隔離

圃場といった順序で，それぞれ一定年月の試験が

義務づけられています。しかし，わｶ国の基準で

林木のように永年性で非常に大きくなる植物の安

全性を評価するには，巨大な閉鎖系温室，解放系

温室，隔離圃場が必要となり，実現はほぼ不可能

です。そのため，有用形質が付与された遺伝子組

換え林木の実用化へ向けた研究が手付かずのまま

放置されたり，十分な安全性評{IIiなしに野外植栽

が可能な国で行われることもあるといいます。こ

ういった問題を解決するためにも，早急に林木に

適した安全性の評価法が確立されること，また遺

伝子組換え植物の安全性評価に関する国際基準の

制定が必要です。さらに，研究開発やその成果の

事業化を進めるだけでなく，安全性の確保や国民

への情報提供により国民の理解（パブリックアク

セプタンス）を得ることも極めて重要です。この

ため，最新の科学的知見に基づく安全性の評価と

ともに，国民の関心に的確に対応した積極的な情

報提供が必要です。

遺伝子組換え体の実用化

一般に，林木は植栽されてから利活用されるま

林業技術No.7062001.1-⑰



おわりに

われわれが樹木の遺伝子操作を開始したころに

は，利用できる遺伝子情報は限定されていました。

しかし，植物ゲノム研究の進展により，利用可能

な有用遺伝子の情報は急増しています。また，遺

伝子導入や個体再生技術の開発も着実に進歩して

います。したがって，効率の良い個体再生技術が

確立できれば，遺伝子操作による樹木の改変は原

理的に可能です。遺伝子組換え体の作出で最も重

要なことは，遺伝子導入後の個体再生の効率と再

現性です。しかし，論文として報告されている個

体再生技術でも全く再現性のないものもあります。

少なくとも科学論文を作成する場合には，再現性

のないものは論文にしない，再生効率は必ず明記

するなど，関係者の誠意に期待するばかりです。

多くの樹種で効率の良いしかも再現性のある個体

再生技術が確立されると，21世紀の遺伝子操作に

よる樹木の改良，そして事業化も期待できます。
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■行政の現場では…

岩手県における森林GISの現状と課題

まじまよしあき

岩手県林業水産部林政課森林計画主査眞島芳明

いて，現在の整備状況の説明と併せて述べたいと

思います。

システムの整備状況

本県が管理しているポリゴン(図形の最小単位）

件数は，約100万件，地域森林計画区域面積にし

て約783千haになります。主な森林図簿データ

は，表①のとおりです。

現在は，本庁に県システム，本庁および14の県

出先機関すべてと県内59市町村のうち56市町村

に市町村システムが整備されています。

県システムでは，伐採や造林箇所，国有林売払

い等に伴う民有林への転入，林地開発等による林

地外への転出などの森林資源の異動を把握し，そ

れを基に森林図簿データの更新を行い，森林簿，

森林計画図，森林位置図および森林機能配置図の

作成を行います。また，各種検索・集計業務につ

いては，検索機能により，その検索結果を帳票や

図面に作成します。

はじめに

本県では，平成4年度から「森林計画樹立，造

林補助事業，県有林経営管理等個々に運用されて

いる電算システムを統合運用し，重複している資

料の相互利用を図ること及び図面のデジタル化に

よる事務の効率化を図ること」を目的に，森林簿

等の属性情報と森林計画図等の地図情報をデータ

ベース化（以下「森林図簿データ」という）し，

コンピュータ上で一元的に管理するGISの導入

を行い，平成6年度から岩手県森林資源管理シス

テム（以下「県システム」という）として運用を

開始しました。また，平成11年度には，市町村の

森林・林業に関する業務の円滑な推進を図るため

の支援措置として，森林図簿データを市町村が利

用できるようシステムの開発（以下「市町村シス

テム」という）を行いました。

このような中で,GISを導入して気づいたこ

と，今後,GISを活用していくうえでの課題につ

地図データ属性データし表①主な森林
図簿データ 地図の種類

16傾斜

17万位
18標高

19公道
20空中写

21山地災
22治山堰

23土壌雨
24人□

25最多1

26濡量指
27谷密度
28尾根・

29震易テジ』
30衛星画

属性の種類 属性の種類

16面積
17混交歩

18面積歩
19林齢

20齢級

21樹冠疎
22地位
23材積

24成長舅
25森林の

地図の種類

森林計画図

地形図(1/5,000)
地形図(1/50,000)

植栽図
林道・作業道

傾斜

方位

標高
公道
空中写真

１
２
３
４
５
－
６
７
８
９
㈹
一
Ｗ
枢
偲
仙
侶

市町村
林班
小班

施業番号
施業枝番号

面積
混交歩合

面積歩合
林齢
齢級

１
２
３
４
５
－
６
７
８
９
冊
Ⅱ
佃
偲
仙
術

山地災害危険地区
治山堰堤

土壌雨量指数
人口

最多1時間降水量

濡量楕数

谷密度
尾根・沢線

震易ﾃジﾀj城ﾙｿﾌｵﾄ
衛星画像解析

県有林
局所地形
堆積型
保安林
制限林

森林の所在
森林所有形態

土地所有形態
在・不在村
森林所有者名

樹冠疎密度
地位
材積
成長量
森林の機能

保安林

制限林
林種

施業方法
樹種

特定施業森林
森林施業計画

森林の異動
更新の方法
樹高

表層地質
国士調査集成図(一部）
岩石・時代
地形分類
Zt壌型

26

27

28
29

30
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▲図①岩手県森林資源管理システム概要図

不備により，エラーが発生し，その修正に手間取

ったことです。

エラー修正の作業は，空中写真を見ながら森林

簿の属性を作成したり，図面のラインの修正等が

必要となりました。この処理により，属性情報と

地図情報との不一致が解消され，1ポリゴンに1

つの属性が対応したデータが構築されます。最初，

この状態に整備してから，地域森林計画樹立のた

めの森林図簿データの更新作業を開始する必要が

あると思います。

(2)森林図簿データの正確性の向上

GISを導入することによって，森林図簿データ

の正確性が向上するような錯覚を覚えますが，正

確性の向上を期待するのは，間違いであると思い

ます。手作業に比べ，データの編集が容易にでき，

検索や集計等が迅速かつ正確にできるということ

であって，基本となる森林資源調査等に基づくデ

ータの正確性が向上しなければ，現状の精度は上

がりません。このことから,GIS導入時に人員を

削減する場合がありますが，森林資源調査の員数

を減らすことは，避けるべきであると思います。

(3)市町村システムの活用

市町村システムは，導入されてから，ほぼ1年

が過ぎようとしていますが，さまざまな業務，例

平成11年度には,GISソフトウエアARC/

INFO等のバージョンアップとUNIXワークス

テーション等のコンピュータ機器の更新を行って

います（図①)。

市町村システムは，任意条件による検索・集計

を行い，帳票や図面の表示，出力ができます（図

②)。また，森林施業計画書作成の補助機能等があ

ります。

GISソフトウエアは,ArcView3で,OSは

Windows98を，コンピュータ機器は,DOS/V

のパソコンを使用しています。

GISを導入して気づいたこと

(1)森林計画図初期データのエラー修正

データを管理するうえで重要な機能としてエラ

ーチェックがありますが，本県のエラーチェック

機能は，図面を修正した場合と属性を修正した場

合それぞれ単独にエラーチェックが行われるほか，

図面と属性の関連エラーのチェックを行います。

森林計画図を初めてデジタル化した際問題にな

ったのは，全市町村で「図郭と図郭の線が接合し

ない」「ラインが閉合しない」「図面上に施業番号

があるのに森林簿のデータがない，またはその逆

のケース」など，紙媒体の森林計画図や森林簿の

⑳－林業技術No.7062001.1



磁林資源管理図■垂舟踊Fpqrnb－I些笠冬

！えば，間伐対象林分の検索お

よび図面出力，市町村有林の

経営計画資料作成のほか，治

山や林道の事業計画資料，保

安林内の資源構成，林地開発

の資料等，森林土木や保全の

用途に活用されています。特

に，本庁や県の出先機関では，

システム開発当初に考えてい

たよりも，森林土木関係の検

索業務や図面作成の頻度が高

いことから，現状の機能より

も,作図や図面利用(Word等

への貼り付け）等が簡単にで

きる付属システムがあれば，

活用の幅がさらに広がると考

えられるため，可能なかぎり

システムの改良を行いたいと

思います。
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▲回②市町村システム検索結果図面

今後の課題
←

(1)森林図簿データの更新手

法

市町村システムで修正した

い点について，アンケー1､を

取ったところ，森林簿データ

の精度を上げてほしい（誤り

の箇所の訂正）という意見がI

らありました。

このことについては，紙媒1

画図を提供していたときから，

▲図③高分解能衛星データを
砿⑧七e童S 利用した樹冠の分割例

gcaユ⑨

0 ユ02030

の正確性の向上を図りたいと思います。

(2)高分解能衛星データの活用

地域森林計画樹立のために行う地図情報の更新

手段として，空中写真のデジタル化による簡易オ

ルソフォト（森林計画図と空中写真の既知点を合

致させ，空中写真の歪みを補正したもの）の活用

は，伐採跡地の場所の特定や樹種界の確認等に非

常に効果があり，今後も活用していきたいと考え

ていますが,GISのデータとして取り込みが容易

で，簡易オルソフォトと同様の効果が期待される

人工衛星データの活用も検討しています。

空中写真は原則，5年に1回地域森林計画樹立

の年の前年に樹立計画区を撮影します。それに比

という意見がいくつかの市町村か

このことについては，紙媒体で森林簿，森林計

画図を提供していたときから，誤りのある箇所に

ついては，地域森林計画樹立の際に朱書き訂正の

うえ，提出するようお願いしていましたが，ほと

んど実行されず，現状は，データの更新は県，活

用は市町村という一方通行の形になっています。

データの更新業務は，本庁が一括して行うという

基本姿勢は変わりませんが,GISの導入によりデ

ータのやり取りが容易になったことから，今後，

市町村が補正を求める箇所について，容易にフィ

ードバックできる仕組みを考え，森林図簿データ

林業技術No.7062001.1-⑳



べ，人工衛星は，短期の回帰性があることから，

経済的な問題が解消され，毎年データの購入がで

きれば，更新作業だけでなくさまざまな分野での

利活用が可能であると考えます。例えば，システ

ムに高分解能衛星データを取り込むことにより，

森林整備の状況(間伐等の履歴)，山地災害や林地

荒廃の状況および林内路網整備状況の把握等に活

用できるのではないかと考えます（図③)。

このことから，高分解能衛星データの利用につ

いて2～3年前から検討してきましたが，衛星打

ち上げの延期によるデータ運用の遅れや，県内の

データが一部分しかないなど,データをGISに取

り込んで十分活用できるような状況にありません。

今後,GISの機能を使うことにより，さまざまな

業務に活用できる可能性のある高分解能衛星デー

タの利用が円滑にできることを期待します。

(3)国有林データの整備

流域管理という観点から，国有林と民有林との

連携が重要になっていますが，現在,GISの分野

では情報の共有化が進んでいません。国有林での

システムの構築が行われ，施業図や地形図がデジ

タル化されれば，県システムに容易に取り込むこ

とができ，市町村システムでの活用も可能となり

ます。また，逆に県のデータも提供できます。特

に国有林の多い市町村では，森林・林業森林環

境等の行政を考えていくうえで，国有林データを

持つ意味は大きいと思います。このことから，早

期に情報の共有化が図られることを期待します。

(4)システムの保守管理

現在，システムの開発やデータの整備について

は，国庫補助の対象となりますが，保守管理につ

いては，国庫補助の対象外です。

本県のソフトウエア，コンピュータ機器は，平

成6年度から平成10年度までリース契約してお

り，保守管理は，リース料に含まれていましたが，

平成11年度のシステムの更新では,購入に切り替

えたことから，平成12年度の保守管理費として，

県の一般財源で約1,700万円を計上しています。

保守の費用は，ソフトウエアのバージョンアッ

プを価格的に有利に行うことやコンピュータ機器

②－林業技術No.7062001.1

の故障時に修理を無償で行うための経費です。ま

た，管理については，高度な専門知識が必要です

が，担当者がシステム全般についての管理を行い，

不具合等が生じた場合に対応することは困難であ

ることから，外部に委託しています。

財政状況が厳しい中，今後も保守管理の予算を

確保し続ける必要があることから，国の財政的な

支援を期待します。

おわりに

平成10年の森林法改正による市町村への権限

委譲を機会に市町村システムを開発，運用するこ

ととなりましたが，現在，森林・林業を取り巻く

新たな動きがあります。

それは，平成12年10月に林政審議会が「新た

な林政の展開方向」の中で「森林の機能の発揮は，

地域に最も密接に関わることから，地域の人々の

意見を十分に汲み上げられるよう，市町村森林整

備計画においてゾーニングし，定期的に見直すこ

とが必要である」と述べていることです。

私有林をゾーニングするには，地域住民への十

分な説明が不可欠ですが，今後は，市町村自らが

考え，意思決定する部分も拡大し，市町村の役割

がますます重要になっていくと考えられます。

このような中で,GISの導入が，ゾーニングを

行うための森林資源情報等の基礎資料を短時間に

作成し，第三者に説得力のある資料を提供するこ

とができると期待しています。

また，本年度，森林組合から森林図簿データの

提供の申請があり，森林組合にもGISの導入が開

始されようとしています。県，市町村，森林組合

とではGISの活用の目的はそれぞれ異なります

が，森林整備の中心的役割を担う森林組合のGIS

導入について，支援していきたいと思います。

〆

、
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、国有林の現場では…

親しまれる国有林を目指して
－樹木博士認定会等の実践から－一ー言ーーーマー－

たかはしたけお

北海道森林管理局函館分局地域森林計画官高橋武夫

はじめに

林野庁は，平成10年10月から国有林野事業の

｢抜本的改革」に着手しています。抜本的改革で

は，国民参加の下に国民のために管理経営し，名

実ともに「国民の森林」としていくことが求めら

れています。このため，管理経営にあたっては，

森林計画等を国民の方々の意見を聞いて策定，公

表するとともに，市民の方々の森林，林業への理

解の促進のための各種の催しや森林づくりへの参

加の場の提供等を通じて，国民に開かれた国有林

づくりに努めているところです。

北海道森林管理局函館分局では，そうした考え

方を実践するため，今年度，例えば，ミレニアム

記念「もりもりシンポジウム」を企画し，ほかに

替え難い渡島半島の森林の特質や,100年後の森

林への期待について多くの市民とともに論議する

場を持ちました。400人以上の方が参加され森林

への期待の高さを実感するとともに，森林をどの

ように管理経営すべきかを考えさせられました。

また，「森林倶楽部｣会員への情報の提供やイベン

トを通じた会員との交流，森林ボランティアに森

林整備のフィールドとして国有林野を提供する

｢ふれあいの森｣等の取り組み，森林公開講座や森

林教室の開催，学校教育の総合的な学習の時間へ

の協力依頼にも積極的に取り組んできました。こ

こでは，こうしたさまざまな取り組みの中で，以

前本誌に紹介された子ども樹木博士認定会への取

り組みについて報告します（表①参照)。

子ども樹木博

士とは

木平氏が本誌

2000年3月号

(696号）で紹介さ

▼表①運営の概要

実施日

場所

参加者

主催者

担当者

2000年8月10日榊

函館分局樹木庭園

親子計39名

函館分局

指導計画課職員等16名

れましたが，ひと言で言えば樹木の名前を覚え，

覚えた数により9級から三段の段級位を与えるゲ

ームです。親しまれる国有林，名実ともに「国民

の森林」を実践していく手法を模索していた函館

分局では強い関心をもって読まれ，早速，分局を

挙げてその準備に取り掛かりました。実践して感

じたことですが，森林に対して多様な期待や願い，

関心を持っている市民と，森林を管理する側の双

方を結び付ける優れたプログラムであるというこ

と，樹木の名前を覚えるという単純なことを，子

どもたちにどのように興味と関心をもって取り組

んでもらうか，そのソフトづくりがポイントであ

るということ等でした。そして森を旅することが

大好きになり，身近な樹木の名前を知り森を愛す

る子どもたち。21世紀には，そんな人が増えるこ

とを願いながら取り組みました。

フィールドの紹介

函館市内にある北海道森林管理局函館分局庁舎

は昭和23年に建てられ,全(分)局の庁舎では最も

古い歴史的な建物です。構内にはブナやサワグル

ミなどの樹木が茂る緑の美しい樹木庭園がありま

す｡渡島半島の森林の主要な樹種等のおおよそ77

種が植栽され，近隣市民の憩いの場所にもなって
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宅 員する科学です。ペットボトルに枝葉を挿して幹

に結び付け，五感をフルに活用して樹木名が学べ

るように工夫しました(写真②)。樹木観察する親

子の姿は，職員にとって新鮮な光景であり，頼も

しくも見えました。

樹木の名前を知りたいと願っても，どこをどう

見ればいいのか特徴をつかみにくいものです。こ

のためテキストは，葉っぱのイラストと樹種の判

定のポイントを示した年少者用，樹種の形態等を

記述した父母用，樹木の自然分類の面白さをちょ

っぴり体験できるように工夫した樹木の検索表な

ど，知識の程度に応じてわかりやすく，楽しく取

り組めるように工夫しました（写真③)。

解説員（職員）への指導

解説員は森林管理局の職員です。樹木に慣れ親

しんできたとはいえ，多くの職員は職業柄無骨で，

子どもたちへの説明をした経験はほとんどありま

せん。意を決して，地元の北海道教育大学の環境

教育研究室を訪ねました。事前学習のテキストや

プログラムを示し，子どもたちへの教育的接し方

等について率直に相談しました。いくつかの助言

を受け，さらに研究を兼ねて学生も参加するとい

う副産物もありました。

職

▲写真①緑に囲まれた函館分局構内

います。開局当時の初代局長佐伯直臣氏は，森林

生態学の開拓者の一人であったこともあって，渡

島半島に自生する樹種を常に観察できる樹木庭園

の造成を望まれたようです。庁舎の周囲に牛が放

されていたり，潮風と砂州地形の湿った土壌で，

植樹にはかなり困難を極めたようでしたが,50年

余を経過し，先達らの思いが今に生かされ，市民

に誇れる樹木庭園になっています。職員の樹木学
さん

研鎖にも生かされる自慢の庭朧lともなっています。

まさに，樹木博士認定会には最適のフィールドで

す（写真①)。

募集

募集は樹木庭園の広さなどから親子15組とし，

できるだけ多くの子どもたちが手雌に「樹木博士

認定会」に参加できるように，郵便，ファックス，

E-メールなど,さまざまな手段で応募できるよう

にしました。開催時期は子どもた

ちの夏休み期間中です。子どもた

ちにとってなじみの薄い樹木に，

どれだけの関心をもって参加して

くれるかちょっと心配しましたが，

川崎市から帰省した子どもたちの

参加もあったりして，予想を上回

る応募がありました。最終的に17

組39人を受け付けました。

▲写真②ペットボトルに挿した
枝葉と樹名板

艤惹癖阜範二鉦蝉

／
~郵鏥君ﾏﾆｭｧ具Z

璽蘂鐙慮繕f鑑急鍵罰趣，

聞憲輪轄壺八郷rZ
哩演垂心"『Oa和J“｡庁含晶 卜蝿

口
可
酬

事前学習などテキストの工夫

参加者には，事前に学習テキス

トを送付し，樹木庭園を訪れ学習

できるようにしました。樹木の名

前の判定は，触って，かじって，
か

嗅いで，見て，聞いての五感を動

■

Ｉ
。輪島霞~．

▲写真③事前学習テキスト

（樹木名解説三部作）
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▲写真④庭園での樹木講座風景 ▲写真⑤樹木名判定会場

▼表②当日のスケジュール

解説員向けの研修会は業務午後,時30分：集合
の合間を縫って行いました。午後1時40分:樹木荊座

解説員は,①葉っぱの識別ポ穂蕪繍騨麓前側定試験
イントを1つ必ず解説するこ午後3時55分:採点：参加者へのアンケート
し，肴､奉十ﾙ,吉1画皇“塾,'､鞍又雁李三夫÷午後4時15分：認定証の授与式

直前学習，樹木名判定

試験，採点の工夫
姉ﾘ定試験

III者へのアンケート樹木庭園での講座の後は，
受与式

樹木名判定試験の直前学習で

す。直前学習の部屋には樹種

の名前を書いたプレ－卜と樹木庭瞳lから採取した

枝葉を並べました。参加者にとって，樹種名識別

テキストを片手に樹種の特徴と識別ポイントを確

認する最後のチェックタイムです。

続いて樹木名判定試験です。30の樹種を20分

で解答するものでしたが，十分ゆとりのある時間

でした（写真⑤)。

採点は次のような基準で行いました。正解は標

準和名に限定しません。①同種異名，地方名とも

に可，②種レベルで同一なら正解（亜種，変種の

違いは正解)，③カタカナ，ひらがな，漢字，学名

も可。つまり，種レベルで樹種を特定できれば正

解としました。

と，②森林官時代の経験談を‐r'天割吋止･刀~・”ﾉ』

1つ話すこと，③樹木にまつ

わる文化，伝承を1つ話すこと，などを確認しま

した。また，①優しい目と心で，②わかりやすく

明快に，③遊びと笑いを…。この3点にも留意す

ることにしました。無骨者ぞろいではありますが，

現場での樹木との対話の経験ほど解説の武器にな

るものはありません。そこに確信をもって臨むこ

とにしました。研修会を行うことで，樹木講座の

解説員を引き受けた者は総員16名にもなりまし

た。

樹木庭園での講座の工夫

子どもたちをいかに飽きさせずに樹木庭園を回

れるか。これがプログラムを実施するうえの最大

の工夫のしどころでした。そこで，特に小学3年

生以下の子どもたちには，①宝探しのように1番

から30番までの樹木と対面し,樹名板を読み上げ

る，②スズカケノキに本物の鈴を付けたり，ダン

ボールの中の暗がりでネムノキの葉が閉じた様子

を見せる，③枝葉を使ったなぞなぞゲームを取り

入れる，などの特別メニューを用意しました。

実際には，気に入った枝葉を手に取ったり，葉

っぱをスケッチする子，セミの抜け殻に興味を示

す子がいたりしました｡樹木庭園での90分間の講

座は，心配するほどではなかったようです（表②，

写真④)。

樹木名判定試験結果

木平氏報告の平均点は17．7点でしたが,函館で

は17.9点でした（表③，図①)。住んでいる地域

も大都市と小さな地方都市，植物も暖温帯と冷温

帯等の違いにもかかわらず，正解数の平均が同じ

傾向を示したことについては，教育の専門家の見

解を参考にしたいところです(採点基準などは｢子

ども樹木博士」認定活動推進要領による)。

結果が0点の参加者にいかに対応したらよいか

心配しましたが，採点結果からはその心配は全く
きゅう

杷憂に帰しました。全体に想像を上回る高得点で，

林業技術No.7062001.1-⑳



▼表③段級位別認定者数（大人・4年生以上・3年生以下）

段級位三段二段初段1級2級3級4級5級6級7級9級

解答種数30上20上11上10"9mi8"7種6種5種4種2種平均正解数

解答者数6人9人18人1人1人1人1人1人1人函館東京農工大

大人657122．624．0

4年生以上331114．614．3

3年生以下1811112.682

解答種数

解答者数

大人

4年生以上

1日，分局構内で行われたウッ

ドフェスティバル時にも開催し

ました。新たなバージョンとし

て，次回は樹木博士認定会「冬
人
20

3段2段初段2級

画！ー，…』＝Iｰj

3級5級6級7級9級

▲図①段級位別認定者数

30点満点の大人が6人も出ました。大人の平均は

二段，小学生（4年生以上）の平均は初段，3年

生以下の平均も初段で,なかでも幼稚園児が11種

を同定し初段を取ったことには，その識別能力に

感嘆しました。成績に応じて9級から三段まで段
いかん

級位認定書を授与しましたが，成績の如何にかか

わらず，親子がいっしょに自然科学に取り組んだ

充実感と，樹木学に挑戦して得たそれぞれの達成

感に満足した親子の姿がありました。

認定会を振り返って

試験結果は予想をはるかに上回るものでした。

果たして優れたプログラムであること力:立証され

ました。主催側にとっても参加者にとっても単純

明快なところが優れています。参加者の姿に，樹

木に親しみながら自然認識の第一歩の科学的態度

が見られました。解説員の職員も，このプログラ

ムに熱心に向き合い，樹木の世界の認識をさらに

深めるいい機会になりました。子どもにとっては

自然科学分野の新しい扉が大きく開かれたと思い

ます。多くの方が,rドライブしながら視野に入っ

てくる樹木の名前がわかるようになりたい｣，「次

回さらに上段に挑戦したい」と感想を述べてくれ

ました。

新たなバージョン

以上が昨年の夏に行われたわけですが,秋10月

⑯－林業技術No.7062001.1
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の樹木学バージョン」をやろうと考えています。

北国はほとんど落葉広葉樹です。その樹木は落葉

期間が6カ月の長期間にわたります。休眠期間こ

そ樹木を訪ねる楽しみ多い季節です。冬こそ個性

的な冬芽を見られる樹木観察の好機です。長い冬

の北国の市民にそれを広げたい願いもあります。

休眠期間の樹木調査が多い職場ですから，樹形，

樹皮，枝ぶり，冬芽等の話題は尽きません。冬の

樹木の判定こそ，職員の独壇場です。冬の樹木学

バージョンに向けて，初心者でもわかりやすい冬

の樹木判定手法の開発も楽しみです。このプログ

ラムがいつでもどこでも繰り返されることで，市

民に樹木への認識が広がり，職員には新たな森林

学への研鐙の期待が膨らみます。

おわりに

国有林は真に「国民の森林」を目指しています。

市民の信頼に足る国有林の管理経営を行うために

は，例えば，森林計画等においても，日ごろの市

民とのかかわり方がその合意形成の大切な要素の

1つと考えています。このプログラムは，樹木の

名前を判定する単純な事柄ですが，樹木の名前へ

の関心を通して，森林とのかかわりを求める市民

と森林を管理する側が，森林や自然に対する認識

を高める場として非常に有意義であることが実証

されました。

世界有数の森林国である日本。その国有林を管

理する者の願いの1つは，未来を担う青少年の自

然観や健全な精神形成に大いに寄与できる森の働

きを発揮させていくことです。修学旅行に替わる

森林旅行への展望をも持ちながら教育界の人々等

各界各層の方々と連携し，さらに工夫を重ねてい

きたいと思います。

／

、

ご意見がありましたらお寄せください。

函館分局HP

http:"www2.hotweb.or.ip/forestoffice/

、

ノ
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断固森林を守る
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円舅山業株式会社代表/制日本林業経営者協会青年部会長田島信太郎

業不況」という意味は，林業が「もうからなくなっ

た｣，かつてのようにr良い商売ではなくなった」とい

うことだったと思います。

プラザ合意以降，「合わない｣という言葉をよく耳に

しました。これはこの時点での木材価額で丸太を売っ

ても，これまでかけた育林経費に合わない，大きな木

を切って販売しても，小さな木を育てる経費が出ない，

林業が「産業として成り立っていない」という意味だ

ったと考えます。

平成10年からの2年間は皆様ご存じのとおり,毎年

丸太価額が全国平均で10％ずつ下落して大打撃を受

けた期間です。プラザ合意以降，日本は後に｢バブル」

といわれた好景気を経験しましたが，その間も丸太価

額は下落し，むしろ人件費の高騰により手取り金額は

半減してしまった。つまり計らずも「世の中の景気が

良くなっても林業は良くならない」ことを証明してみ

せた時代でした。平成10年からは｢世の中の景気が悪

くなれば，やっぱり林業も悪くなる」ことを実証した

期間で,この結果｢育林賀が出ない｣,それどころか木を

切っても｢生活費が苦しい｣という状況に陥りました。

さて平成12年以降，すなわち現在はどうでしょう

か。立米9,000円ということは，木を切っても赤字に

なってしまう。すなわち「木を切ることすらできな

い｣。固定資産税や,所有する山林を見に行くといった

最低限の保有コストが出ない。すなわち「山林を単に

所有することすら困難」な時代といえるのではないで

しょうか。

オープニング

「林業の最前線から現状を報告してほしい」という

今回のご依頼に，正直いって悩みました。わが国の林

業は今あまりにも苦しい。でもなぜか毎日が楽しい。

うれしくってしょうがない。今でも林業に従事してい

ることを誇りに思ってしまう。そんな気持ち少しでも

皆様にご理解いただければと，つたない文章をお目に

かけるしだいです。

昭和60年春，父，祖父が相次いで急逝し，当時東京

でビジネスマンだった28歳の私は,ここ大分県日田郡

中津江村で林業経営者になりました｡この昭和60年に

林業に従事したというのがいかに情けないことだった

か，後になってひしひしと実感することとなりました。

すなわちこの年こそあの「プラザ合意」の年で，これ

を境に林業は，まさに坂道を転げ落ちるように悲惨な

状況へ一直線に突き進んできました。

つまり私は,｢林業が良かった時代｣というものを,経

営者としては全く経験しておりません。プラザ合意前

の短い期間ですら,｢林業は不況だ｣といわれていまし

た｡当時,間伐材の販売精算書を森林組合の担当者が持

参して,｢今回の売上げは1立米当たり18,000円,いか

に間伐材といえど,ほんの数年前まで20,000円以上だ

った」とぼやいていました。ちなみにそれに対し私は，

｢森林組合ってな－に？」と尋ねたのを覚えています。

あれから16年,わが家は相変わらずスギの間伐を繰

り返しておりますが，16年分成長したにもかかわら

ず,昨年11月に至っては立米9,000円になってしまい

ました。これは前年1年間の平均販売価額に対しても

6,0001ﾘ以上の減です。今後どこまで下がるか予想が

つきません。

今になって考えますと,昭和60年前半は夢のように

良い時代だったのですが,当時ですらいわれていた｢林

林業と山村が森林を破壊する

それではなぜ9,000円にまで下落し，なお丸太が出

荷されているのでしょうか。

周囲を見渡しますに，まず第1の原因は木材価額が

下がれば下がるほど出荷が多くなるという，この業界
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独特の体質にあります｡販売価額は少なくとも過去15

年間ひたすら下がり続けているのですから,r早く切ら

ないとさらに下落する」という一種の強迫観念からあ

わてて伐採するのも，わからないでもない。ところが

伐採から販売まではタイム・ラグが生じますから，そ

の間予想以上に下落して，結果的にひどく安値で販売

してしまう羽目に陥る。第2に，道路の近く等搬出が

容易な場所を小面積皆伐する。これなら販売コストが

下がって，幾ばくか手もとに残るかもしれない。第3

に，市場が山林を土地ごと買い上げて，皆伐して出荷

する。市場は出荷量が減ると従業員を養っていけない。

採算を度外視してでも出荷量を確保する。あるいは市

場経費の分だけ，市場自身の出荷は採算ラインが低い

ともいえるかもしれません。

こうして皆伐が増えていくことになりますが，今の

ところ中津江村では，市場は伐跡地造林を公団に依頼

したり，地元の人に極端な安値で売却し，I購入した人

も暇なときに気楽に植林したりと，何とか成り立って

いるように見受けられます。

ただ，今後これが長続きするとはとても思えません。

すなわち，今後自分が所有する山林から収入をひねり

出そうとすれば，「皆伐して跡地は放置｣する以外，方

法がないと思われるからです。

森林を伐採して得られる木材を収入として人が生き

ていくとすれば，その分だけ森林は荒れる。すなわち，

林業とそれを基幹産業とする山村に人が多ければ多い

ほど森林が破壊される。林業と山村，その存在自体が

森林を破壊してしまう。そんな時代がついにやって来

たのではないでしょうか。

やれることは全部やった
抄

大分県日田地方は平成3年9月,台風19号による末
ぞう

曾有の災害を受けました。たった1時間ほどの暴風の

後，おそるおそる外へ出てみましたが，林道や作業道

はもちろん，県道，国道に至るまで完全に寸断されて

いました。約1カ月後に航空写真を見て被害を目の当

たりにしましたが，「これはもうすべて終わったな｣と

直感しました。

国は「激甚災害法」の指定により，「何とかしろ」と

いいますが，経済的にも物理的にも無理。すなわち，

すでに「合わない」状況にあった林業では，経済的に

無理。過疎化老齢化する山村では労働力が不十分で物

理的に無理，と思ったわけです。

それでも取りあえず(よせばいいのに）「1年だけ頑
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張ってみよう」と考えてしまいまして，それが2年，

3年となってきますと，「せつかくならこの際,残った

森林で外材と一戦交えてみよう」などと考えてしまい，

思わず知恵を絞ってしまう。

激甚災害法では，倒木の処理のための搬出用道路の

建設にもかなりの補助金が受けられる。だったら断然

道路をつくろう。その結果，台風前を含めて，10トン

トラックが入っていけるような道路だけでも15年間

で30km建設。当然タワーヤーダも購入しました。

台風に先立ち，昭和63年12月にr田島山業(たじま

さんぎよう)株式会社｣を設立しましたが，平成4年か

らは，いわゆる｢Iターン」者を受け入れ，いち早く

新たな林業労働力の確保にも努めました。

元来激甚災害法による国の支援は「山崩れすれば道

路が危ない，倒木が流れ出したりするとダムが危ない，

下流の人間は大いに迷惑である。よって金は出すから

おまえたち何とかせい」といわれているような気がす

る。補助金はもらわなければどうにもなりませんが，

札びらでほっぺたをなぐられてやっていると考えると，

これはもう林業家としてのプライドが許さない。第一

ダンディズムに反する。ならば国民のコンセンサスを

得る努力をしよう！都市部の市民からの要望には断

然応えよう！（うかつにも）そう考えてしまいまして，

福岡市を中心とする一般市民との交流が始まりました。

ちょうど台風の直前平成3年8月に，地元の若手林

業経営者らと「Iﾖ田林業500年を考える会」を結成し，

県のご助力も得て「森林キャンプ」を開催しました。

このキャンプは主に下流域たる福岡都市圏の子どもた

ちを対象に，「森林の中で遊びながら，林業と山村につ

いて子どもたちに知ってもらう」ことを目的としてお

りましたが，台風後も断然続ける1台風後は都市部

から「自分たちの水源たる森林の復旧を手伝いたい」

という要望が上がり，「かえって迷惑だな｣とは思いつ

つも，「森林ボランティアキャンプ｣としてこれも断然

受け入れる1

両キャンプとも毎年，春夏の2回開催しますので，

今年で20回目となります｡これぐらい続けますと地元

の評価も｢あれは出島の道楽だ」「田島ってヤツは変人

だ」から「なぜ地元の子どもたちを受け入れないのか」
あいさつ

に変わってきます。村長さんも挨拶においでになりま

す。助成金も付くようになりました。

キャンプに参加した子どもが，村に「山村留学」し

てきます。キャンプに毎年協力してくれる村のお年寄

りたちを，逆に福岡市民が福岡市に招待していっしょ



に相撲を見に行きます。中津江村が福岡市でイベント

を開催すると，キャンプに来た学生たちが駆けつけま

す…。
ひん

まさに瀕死の状況の中で林業家のプライドなどとい

えば「くだらない」と思われるかもしれませんが，こ

うして山村と都市との交流の架け橋となりました。

結局台風災害跡地の復旧に5年間没頭しましたが，

100haを優に超す面積となり，そのうち約40haに

は，市民とともに水源かん養能力が高いとされる「広

葉樹」を植え付けました。

私，祇直申し上げて｢ベストは尽くした！」「やれる

ことはすべてやった！」と断言できます。これ以上何

をしろというのでしょう。

断固森林を守る

大分県全体を見ましても，台風災害以降日覚ましい

努力がなされてきました。災害直後だれしも｢不可能」

と思った復旧も，5年間でほぼ完壁に達成した。これ

は「官民一体」となった信じられないような努力の賜

物で，私は今でもこのことを誇りに思っています。

国も，県も，市町村も，森林所有者も，森林組合も，

伐採搬出業者も，市場も，政治家も，官僚も，民間人

も…みんなあのときはベストを尽くした。だれもが正

しい行動を取ったと確信しております。

さらに大分県では，すでに森林組合の広域合併が終

了しました｡道路の密度も圧倒的に上がりました｡基金

を創設して高性能林業機械を購入し,その数は北海道

を除いては他を圧倒しているとのことで,これを整備

センターを通じオペレータ付きで貸し出してくれます。

総じていうなら，大分県もかなり努力をしてくれて

います。また自慢じゃないが，大分県の林業家はこの

期に及んでまだまだ活力を失っていない。頻繁に集ま

ってかなりハイレベルな研修会，意見交換会を繰り返
いかん

しております。しかしながら立米9,000円は如何とも

しがたい。どうにもならない1

作家，堺屋太一氏はその著書「次はこうなる」の中

で,以下のようなことを述べています。r林業は消滅す

る。山林を売るどころか，今後はお金をつけて引き取

ってもらうようになるだろう。今までの林業関係者は

高コスト体質が染みついている。よって彼らには任せ

られない。鰍境を守るために出来るだけ低コストで森

林を守るべきである｣。

これを読んだとき正直いって腹が立ちました｡｢素人

に何がわかるか！」と思いましたが，実は堺屋氏は自

身山林所有者であり，それからほどなく大臣（経企庁

長官）に就任され，退任時，多くの国民に惜しまれた

という事実を見るまでもなく，氏の予想がだんだん的

中しつつあるという気がしております。

前述のとおり昭和63年,私は旧鳥山業株式会社を設

立しました。当初社員2名でスタートしましたが,I

ターンを受け入れるなどして現在9名◎うち,Iター

ン6名,Uターン1名。手作りの皿や|時計を製作して

いる当社の木工芸部門「工房木木（きき)」に3名，林

業部門6名c9名中6名が大学出という布|庫です。

最初にIターンしてきた若者は，東京で開催された

あるディスカッションでの私の発言を聞いて，当社に

入社希望を出してきました。以降，口コミが多かった

のですが，このところ，もっぱら求人はインター．ネ

ッ|､を活用しています。

特に最近は，’人の求人に数十人が応募してきます

が,多くは都会の大卒,それも一流大学を卒業した方々

が少なからず。しかもしかるべき企業に勤めている人

にとっては当社の給与は半減どころか3分の1以下。

よって面接においては,｢悪いことは言わないからやめ

ろ」と思わず忠告してしまいます。

いよいよ入社が決まっても，「しばらく頑張ってみ

て，林業や山村になじめないとわかったら，できるだ

け早いうちにハッキリ言うから，そのときはあきらめ

てネ」「会社がうまくいかない,特に我々の存在がむし

ろ森林破壊につながるような状況になったら，即会社

は解散するから，そのときまでにはよそでも食えるよ

うに技術を習得しておけよ」などと勝手なことばかり

言われる。でも本当のことだからしょうがない。

当社では時々社員全員でミーティングを行いますが，

こんなご時世ですからろくな話題がない。けれど「こ

いつはもうダメだな」という話になると，なぜか笑い

が込み上げてくる。そういえば台風災害の後テレビ局

がミーティングを取材しに来て，非常に厳しい現実の

話をしているのになぜか5分おきに爆笑になる。これ

では取材にならんと言われて戸惑いました。

皆さん知ってますか？人は悲しいときに泣き，苦

しいときに悩む。でも本当にせつぱ詰まると思わず笑

ってしまうものなのです。

だれが森林を守るのか

現在の森林と林業の問題をひと言でいうなら,｢だれ

が，いかにして，どんな森林を創造し後世に遺すか」

ということに尽きると考えます。
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これまでは｢林業関係者が，（スギ，ヒノキの一斉造

林などの）既存のマニュアルに従って，木材を安定供

給できる森林を創造する」でしたが，堺屋太一氏の主

張は「(高コスト体質の)林業関係者以外の人々が，で

きるだけコストを掛けずに，喋境を守るための森林を

創造する」ということになるでしょう。

前述のとおり，私は堺屋氏に当初非常に反発しまし

た。特に「林業関係者以外が」という部分は怒りさえ

覚える。私は我々林業が｢木の文化｣たる日本人の生活

を守りつつ，国土の7割もの森林を黙々と支えてきた

と信じていますし，それを最大の誇りに思っています。

これは単に林業がビジネスとしてうまくいっていた

からという単純な理由だけではありません。その証拠

にプラザ合意以降9｢林業は合わない｣といわれ続けて

きたのに，それでもなお，森林は何とか保たれている

ではありませんか。

父，祖父が急逝したとき，私はほとんど何の疑問も

感じることなくなぜ林業経営者になったのでしょう

(テレビが取材に来たのには驚きましたが･･･)。台風災

害に遭った後，「もうダメだ｣と直感したにもかかわら

ず｢取りあえず1年だけ頑張ってみよう」と考えてしま

ったのはなぜでしょう。それは私に流れる林業経営瀞

の「血｣，子どものころ祖父が語った「林業魂｣。言い

換えれば森林所有者としての地域に対する費任感，あ
うや寵

るいは先祖に対する敬いといえるかもしれません。

確かにここ数年，特に材111が立米9,000円という事

態になりますと，「林業魂｣も風前の灯，まさに森林は

崩壊せんとしています。ただ長い歴史に鑑みれば，た

かだかここ10年,20年程度林業がうまくいかないか

らといって，我々の「血」や「魂」まで無視するとは

｢許せん！」と感じたしだいです。

昨年春，従業員たちが「フォレスト・キーパーズ・

キャンプ」なる新たなキャンプを企画しました。台風

災害後続けてきた｢森林ボランティアキャンプ｣が｢初

級編｣，これはセミプロを養成する「上級編」に当たる

そうで，これで当社は一般市民から，セミプロを同指

す人々，そしてついには，当社の社員になって林業の

プロになってしまう人まで，すべて対応できるように

なってしまいました。

このときハタと気づきました。結局私は堺屋氏がい

う「林業以外の人間」の参入を手助けしている。これ

なら「林業魂」も失われないかもしれない。だとすれ

ば私は，堺屋氏の主張を理想的に実現しているという

ことか。すると最後に「林業は消滅」し，我々は我々
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が育てた彼らに取って代わられる運命か…!？

愛するものは断固守る

堺屋氏の主張をどう考えようが，立米9,000円では

行き着く先は同じです。田島山業株式会社は解散する

しかない。山村もなくなってしまったほうが，森林は

守られるかもしれない。しかるに断腸の思いでいうな

ら，まさに｢死に体｣となってしまった林業に,｢カンフ

ル剤」を打つつもりで当面補助金をつぎ込むべきです。

それも何としても「皆伐，放置」を避けるよう，「間

伐のほうが得だ｣，あるいは極端な話，「皆伐でも必ず

跡地に造林し，その後の手入れもできる」といったよ

うな形で誘導すべきです。ただ，カンフル剤をいつま

でも打ち続ければ「廃人」になってしまう。それを避

けるには，まず第1に,rお涙ちょうだい｣の補助金を

r公的機能発揮のための当然の報酬｣という国民のコン

センサスを得る。第2に，厚生省のゴールドプランで

はありませんが，既存の林業の概念にとらわれない，

新たなビジネスが生まれるように誘導する。特に今年

の法律改正には心から期待します。そしてそれが達成

されたら第3に，新規に参入する企業を含め，林業界

がフェアに競争できる，活力ある産業となってほしい。

私は森林を愛しています。愛する森林を断固守りま

す！森林を守りたいと全国から集まった社員たちを

本当に愛すべきヤツらだと思っています。よって愛す

べき彼らを断固守ります！私たちを支えたい，少し

でも森林のために役立ちたいと都市からやって来る市

民や子どもたち。こんな心優しい仲間たちを私は断固

守りたいのです1

森林を守るということは国土の7割を守ることにな
はぐく

り，水源を守り，二酸化炭素の吸着を通じ空気を育み，

人々の生活を守ります。そして環境と林業が調和した
す

とき，森には多様な生物が棲み，山村は守られ，人々

に安全な木材を供給することにより，海外の不法な伐

採を防ぐことができます。

立米9,000円の今日，道はあまりにも険しい。ただ

私たちの目指すものはロマンに満ちています！みず

みずしい緑に包まれた森林はあまりにも美しい。そし

て愛すべき仲間たちと森林とともに暮らす生活…林業，

それはあまりにも素晴らしい！

（
森林と林業，山村について話し合ってみませんか／

田島山業HP

http:"www.culture-dome.or.jp/TAJIMA ）
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フ 現場では…今月のテーマ

I訓森林組合の作業現場では…

新規参入者からの提案
-Iターンして飛び込んだ林業現場で

すぎやまかなめ

南佐久南部森林組合労務班員杉山要見たもの，感じたこと－

あり，いまだにその当時と比較したり，話題とす

ることは理論的ではないと考えます。輸入材との

競合の問題は，消費者に十分な情報を伝えること

により乗り越えることが可能であると考え，その

ための方法を模索する努力が，林業関係者すべて

に課されていると自覚するべきでしょう。

商品購入に際し，それが生産される過程や背景

が消費者の興味を引くことが多くなっていますが，

そんな時節，生産者と消費者がこれほど疎遠にな

っている産業がほかにあるでしょうか？原木の

ある山へ，施主を案内する建築業者が増えつつあ

ると聞きますが，このあたりに問題解決の糸口が

あるように思われます。そして，最も肝心なこと

は，これらの施策が行政等の指導優先ではなく，

直接地域の山と接している側から行われるもので

なければならないという点です。

林業に対する補助金と，それをやり繰りする

人々の意識は，地域の林業者の自立を促す目的に

向けてこそ注がれるべきであり，創造を必要とし

ない，現状維持をもってよしとする考え方のみへ

の援助であってはならないのではないでしょうか。

重複しますが，自立への意識改単が急務です。

変革のためのチャンス

では，長年月をかけ，いわば角質化してしまっ

たような環境に，新鮮な風を送り込むためにはど

のような方策があるのでしょうか。手前味噌な話

になりますが，新規参入の労働者には，経営や森

づくりそのものへの参画を希望する者が増加する

ことが予測されます。今後，確実に流入する多方

はじめに

大変おこがましいこととI含i覚したうえで，現場

の兵隊の意見を述べさせていただきます。製造業

のサラリーマンという外の世界から，林業が抱え

る構造的な問題に関心を抱きつつ，5年前，いわ

ゆるIターン労働者として長野県のカラマツ林業

地に当事者の道を歩み始めたばかりの新参者の意
とん

見ですが，業界という混沌に飲み込まれてしまう
らん

前に，悶入者の日が見，感じているものを素直に

述べてみたいと思います。

林業界を活気あるものとするために

「材木が(高く）売れない，現場の働き手も高齢

化し，山は荒れる一方である｣。他方で｢森林の持

つ多様な機能に国民の関心が高まりつつある」と

聞き，さぞや新展開に呼応した忙しさがあること

だろうと想像して飛び込んだ職場には，材木はダ

メなんだという事実に甘んじ，だれかが何とかし

てくれるのを待っているようにさえ見える人々の

姿がありました。それまで，外国産輸入木材の台

頭こそが林業不振のすべてを説明しうる鮫大の原

因と信じていましたが，管理の無駄を省く努力と

自立こそが基本である一般企業に身を置いてきた

者がそこで感じたのは，「不振の真の理由は，もは

や外材説を歯車の1つとした悪循環による，士気

の低下なのではないか」という疑問でした。

材木は金にならないというのは，もはや言い訳

ではないのでしょうか？競争相手のなかった時

代の利益の上げやすさがふつうではなかったので
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面の人材から，現場労働力だけではなく，その畑

違いの経験を生かした，さまざまな運営のアイデ

イアを引き出すことを真剣に考えてはいかがでし

ょう。言うまでもなくこうした人々の中には，企

画，設計，営業等，貴重な実践経験の持ち主が多

く含まれているのです。

業界内で古くから携わってきた方々には自負も

あることでしょう。そうした形の見えないものに

加え，新規参入者の経営参画への障壁となってい

るものとして，次の2つを感じています。まず，

よく耳にすることは，「I・Uターン者は，かつて

の業種や生活環境に嫌悪を抱いたからこそ転職し

たのであり，そんな人々に再び，過去の経験を生

かせというのは無理な話ではないか」という意見

です。この点については，当人がどのような動機

で林業を志望したかを把握してさえいれば，容易

に対処することが可能でしょう。また，蛇足です

が，参入後に現状に大きな危機感を覚え，静観で

きなくなる，というケースも少なくないように思

います。

障壁のもう1つは，現場に携わっている者が林

業を取り巻くさまざまな情報や，自らの職場の収

支をわからずにいる，という点です。働き手個々

の積極性にもよるのでしょうが，かなり強く欲し

ないかぎり，そこへ伝えられる情報が漠然とした

ものでしかないという状況には，時代錯誤を感じ

ざるをえません。山の麓に垣根を築き，その_上と

下を，現場労働者と事務方の領域に分ける伝統が

継承されるべき理由は，今後の林業界には存在し

ません。他分野からの新規参入者を，経営そのも

ののチャンスととらえるか否かが，民有林業界の

新しい展開の1つの決め手であり，同時に，合理

化，即足切り，というような強迫観念から解放さ

れる術でもあります。循環型社会への覚醒が進む

現在,林業は人類の生存の蕊を握る産業であり，
自分たち1人1人の意識が，そこに大変な影響力

を持っているという自覚を持つ人材は，都市生活

を経験した者の中に，より多く存在します。林業

構造の変化は形而上的にも進行しているのです。
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司長伐期化により，

立木がかなり大き

く育っている林内

で行われた除伐

真の森林生態系保全に向けて

「森林の持つ多様な機能」とは，よく耳にする

言葉ですが，現場の仕事の進め方を見るかぎり，

この点についてバランスの取れた施業方法が取ら

れていないように感じられます。例えば，育林現

場において次のような疑問を抱いたことがありま

す｡｢下層木の影響が少ないと考えられるほどに育

った人工林において，中低層木を除伐する必要が

あるのかどうか。むしろ林床のためには，ヤブ，

ボヤと呼ばれ現場で邪魔者扱いされている広葉樹

の稚樹を残したほうがよいのではないか｣｡この種

の，美観を前提としていると考えられる施業方法
とん

の踏襲は，生態系保全への無頓着さを示している

ものではないでしょうか。

森林面積そのものの減少に従い，野生動植物の

生息場所が失われていく現状では，それを確保す

るための場としての人工林，というものを積極的

に創り出すことは言うまでもないことですが，同

時にそれは，現在のように一部の森林に対しての

み適用するのではなく，すべての人工林に反映さ

せる必要があり，さらに付け加えるならば，獣害

対策も，これらの環境整備がなされたうえで対象

種の数の把握が行われないかぎり，科学的な判断
す

を怠ることになります。なぜならば，動植物の楼

みかとしての森林は，数十haの小さな単位で人

工林の狭間に配置することだけでは，決して保全

されるものではなく，近ごろ脚光を浴びている森



林認証制度においてさえ，認証対象林分の中に，

異なった目的の区画を設けるような発想をしてい

るようにうかがわれることを考えると，林業界の

かなり広い部分に誤解が定着していると言わざる

をえません。

この誤解を解くために重要なことの1つは，い

まだ木材生産の場としてのみ森林をとらえている

と推測される，生産現場に近い立場の管理者の理

解を得ることでしょう。こうした人々にとって森

林の持つ多様な機能を維持するという意識は，漠

然としたものである場合が多いようで，たとえ水

源かん養・水土保全等の機能を羅列できたとして

も，種の多様性や地域個体群保全の重要性に至っ

ては，いわば領域外であるという認識が一般的で

す。あるベテラン管理者から「自然保護？林業

とはほど遠いものだね」と胸を張って言われたと
さいな

きには，絶望感に苛まれてしまいました。

このような現状打開の前提には，冒頭で自立う
こつけい

んいんと述べながら訴えるのも滑稽ですが，広域

をとらえた行政による指導があることは言うまで

もありません。なぜならば，野生動植物（特に動

物）は地域行政の境界とは無関係に移動拡散し，

ときには国という概念でさえ覆いきれない場合が

生じるからであり，また，例えば，全国795万ha

の民有人工林施業すべてに，積極的に生態系保全

の機能を盛り込むと仮定したとき，その必要性を

森林所有者にどのように理解してもらうのかとい

うことや，新たに発生するであろう問題をどう予

測し，どう解決していくのかということは，地域

の手に負えることではないからです。そして，こ

の考え方に立ったとき，生態系保全と林業の，実
ぜい

務や研究者レベルでの結び付きの脆弱さという構

造的な問題への対策に加えて，人工林の運命を
つかきど

司る人々の，材木への関心に劣らぬ生態系への

理解と，生態系保全を訴える人々の感情論を乗り

越えたうえでの，林業・林務への関心の高まりが

求められます。

新たな業務展開の可能性
ばく

ともすれば反駁しがちだったこの両部門には，

すでにより深い相互理解の必要を感じる人々が少

なからず存在するのではないでしょうか。とすれ

ば，行政レベルでのブレインストーミングを積極

的に行い，必要に応じ現場相互で人的配置をし，

連携することが待たれます。こうした行政側の指

導準備が整った段階で，さらに林業士研修の項目

中に，保全生態学や環境倫理学の観点を盛り込む

等の改善を行うことにより，例えば，地域のエコ

ツーリズムの旗手としての林業従事者の自活や，

圧倒的に不足していると思われる，森林生態系セ

ンサスに従事する人手の確保につなげることも可

能となります。これは突飛なたとえに思われるか

もしれませんが，その土地の森林の事情を知り尽

くしているという点で，これほど適切な事業主体
し

はなく，森林に対する各種意識調査の結果を真蟄

に受け止めるのであれば，これからの林業の重要

な部分の1つになるとさえ推測されます。

森林生態系の存続に対する弊害が，長伐期化に

よる環境の単純化という形で現れているのは，私

の働く地域に限られたことではないと思われます。

木を伐ることにより，山に現在よりも多様な環境

がつくられることは必至であり，その重要性を認

めるのであれば，次の植栽木の成長分も含め，木

を出し，利用するという過程に，環境コストの考

え方を当てはめるのは，さほど複雑なことではな

いはずです。

この環境コストの考え方は，そのままわが国の

木材自給率の向上へと結び付くものであり，まず
そしr,く

林業者自身が受け入れ，林業界全体で咀li爵し，自

らの手で受益者へその必然性を説明するべきもの

でしょう。各業界で定着に苦慮している環境コス

トについて,私たちの仕事場が拳引役となる絶好
の機会でもあるのです。

託す必要性と託される者たちへの配慮

今から考えておかなければならないもう1つの

重要なことは，いかにして国内の木を計画的に運

用するかであり，そのためには，これまでの森林
低んろう

の不幸を省み，時代に翻弄されない，むしろ時代

の牽引役になるぐらいの森づくりを，それを守る
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人々が一体となって計画する，ということを前提

にするべきであると考えます。この理念は，「わが

国の風土に根差した」という点で古いものに学び，

かつ施業面では「西洋的な森林との接し方に普遍

性を感じていたことに対する反省」という意味で，

全く新しい森林に関する哲学です。

現在プランされても，木が育ち，森林が形づく

られるためには長い時間が必要であり，人間の世

代を超えた管理のための引き継ぎが求められます。

この引き継ぎこそが最重要課題であり，施業方法

などの具体的・技術的な部分だけでなく，森への

心掛けのような，精神的な面の引き継ぎについて

も十分考えられなければなりません。変わらぬ目

的への，改善のための変更はあっても，一過性の

時代の要求によって，簡単に利用計画が描き変え

られてしまうようなことだけは避けなければなり

ません。以上の理由により，託される側である子

どもたちが森を見，森を知り，森を考えるための

配慮が，また，託す側にも，このことについてゼ

ロから考え直し，見失わない礎を築く作業が必要

となります。

こうした作業の冒頭にあるものの1つは，社会

が環境教育の題材の1つとして森林を欲し，その
こた

働きかけに林業従事者が応えるような，受け身の

姿勢であったことに対する反省です。また，そう

した経緯にも起因して，森林を巡る教育の多くが，

｢地球対森林｣のような域を脱せずにいることに着

目するべきでしょう。もちろん，こうした視点は

総論として必要なものではありますが，それは引

き継ぎ作業の最初，あるいはまとめとして説明さ
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ぐ林業地の子どもたちは将来の森林組合員。山で働
く私たちにこそ，引き継ぎの義務があるのでは。

れるものです。森林と林業が，地域や流域ご

とに固有の事情を含んでいることを再認識し，

個々に合った内容と方法での伝承と，地域の

観念を段階的に拡大しながらの相互理解とい

う，2つの柱を提案します｡今後の学校週二体

制に合わせ，地域社会と一体となり，休日の

定例行事として子どもたちを招く，という方

法をも模索すべきかもしれません。山がちの

わが国の国土を眺めると，関東・濃尾の2平

野に暮らす子どもを除けば，短時間で森林と

接するという条件は十分に満たされています。

では，全国の山々で行われるであろう，こうし

た事業の主体が，いったいだれになるべきなのか。

この問いに対し，行政・業界のいずれかからとい

う振り分けは,作業の量と,託す者が行うという質

の両面から，不可能かつ無意味であるように思い

ます｡したがって,林業に携わる者が一体となり，

積極的に環境教育の場として森林と労力を提供す

るという，教育現場や地域への働きかけが発生す

るわけですが,要は,当事者たちがその理由を理解

しているかどうかであり，最初にあるべきことは

｢時代に翻弄されない森林経営｣という点です。林

業のこれからを明るくするも暗くするも，このあ

たりの意識の違いにかかってくるであろうし，そ

れは林業だけの問題ではなく，地球環境問題の解

決にも直結していることは言うまでもありません。

おわりに

現在の職場では，多くの林業地を視察したり見

聞を広める立場にないため，「井の中の蛙｣ゆえの

勘違いも多いかもしれませんが，存外，最大公約

数的なところもとらえているのではないかという

思い上がりもあります。これまで述べたようなこ
もん抄ん

とを悶々と考えつつ動力付刃物を打ち振るってい

ると，大きなケガにもつながりかねません。読者
ふかん

の皆さんには，林業を傭鰍する立場の方が多いか
べんたつ

と思われますので，今後のご指導，ご鞭燵をお待

ち申し上げております。

（
筆者E-mail

kaname@avis.ne.jp ）



▲特選（農林水産大臣賞）やまとや正夫（北海道函館市）ミノルタF707,135ミリレンズ，
絞り11,1/250・函館市亀尾町にて
－－炭焼小屋から道産馬を連ねて家路を急ぐなか，子馬を家族同様に気づかつて川を渡る姿が印象的。

炭を運んで

灘鰹至震紗優秀作品白驫写真の部紹介
後援／林野庁主催／棚日本林業技術協会

吹
雪
の
日

し三席（日本林業技術協会
理事長賞)城下進(鳥取
県米子市）ニコンF5,
35～70ミリレンズ,絞り

8，オート。鳥取県日野

郡日野町にて
－－吹雪の日，リズミカル

な杉林に感動した。
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苔
む
す

ぐ一席(林野庁長官賞)寺口栄一(東
京都大田区)ホースマンVHR,90

ミリレンズ,絞り16,1/2.玉原高
原にて

－－新緑のブナ林の中で。

髄巣箱づくり
＝

夷

5

…

「

し佳作松下功(横浜市泉区)ニコンF90
X,24～120ミリレンズ，絞り8,オー
ト。横浜市泉区天王森泉公園にて
－－巣糖作りに参加して。

裂

く
句
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ブ
ナ
の
巨
木

▲二席（日本林業技術協会理事長賞）星野郁男（山梨県北都留郡上野原町）
ニコンF3,20ミリレンズ，絞り11,1/500･山梨県大月市(奈良倉山)にて
－－逆光ぎみに太陽光線を入れて，ブナの生命力を表現してみだ。

芽
吹
く

q三席(日本林業技術協会理事長賞)仲田欣也
（愛媛県温泉郡重信町）マミヤRB67プロ
SD,50ミリレンズ,絞り22,1/4･愛媛県
上浮穴郡小田町にて
一一波打った山の斜面，小さな苗を多く入れて

表現した。
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冬
の
棚
田

▲二席（日本林業技術協会理事長賞）丹治昭一（北海道旭川市）キヤノンEOS5,
35～350ミリレンズ，オート。旭|||市東旭川豊田にて
一一冬の晴れ間に美しい棚田が浮び上がりました。朝霧の里

ぐ三席（日本林業技術協会理事長賞）横山弥助（新潟県
三条市)キャノンEOS-IN,100～400ミリレンズ,絞
り11，オート。－－秋新潟県山古志村にて。

壷

』

Ⅱ

I

『

板子づくり蓬豊F鱸‘熟）
ニコンFA,35～105ミリレンズ，オート,1/125･岩手
県田野畑村羅賀漁港にて
－－サッパ舟（漁業用小舟）に敷く板子づくり。
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結
願
の
寺
に
て －=＝－＝

ー

し三席（日本林業技術協会理事長賞）山口茂之
（愛媛県新居浜市）キヤノンF1,28ミリレン
ズ，絞り5．6，1/60・香川県長尾町にて
一一四国88ヶ寺の結願の寺である大窪寺に奉納さ

れた金剛杖。

▼三席（日本林業技術協会理事長賞）東洋一
（兵庫県明石市）ニコンF100,24～50ミリレ
ンズ，絞り11，オート。兵庫県加美町にて

生きている

祭
り ▼佳作伊藤俊一(宮城県古川市)キヤノンEOS－1･宮城県東和町にて
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レローマ郊外で収穫され高値で取引きされるポルチーニキノコ

（キ口当たり数万リラ程度（日本円で数千円程度)）
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会
の

最
新
の
林
業
辞
典
に
よ
れ
ば
、
「
林
業

（
さ
忌
呂
・
己
」
と
は
、
「
求
め
ら
れ
る
月

標
、
ニ
ー
ズ
、
価
値
を
持
続
的
に
実
現

し
て
人
類
の
便
益
に
資
す
る
た
め
に
、

森
林
お
よ
び
関
連
す
る
資
源
を
創
造
、

管
理
、
利
用
、
保
全
・
保
護
す
る
科
学
、

芸
術
、
活
動
を
包
含
す
る
専
門
職
業
」

で
あ
り
、
広
く
は
「
森
林
管
理
と
保
全
．

保
護
に
適
用
さ
れ
る
生
態
的
・
定
量

的
・
管
理
的
・
社
会
的
科
学
か
ら
成
り
、

ア
グ
ロ
フ
ォ
レ
ス
ト
リ
ー
、
都
市
林
業

（
巨
号
臼
晨
員
＄
９
劃
）
、
産
業
林
業
§
非

産
業
林
業
、
原
生
保
全
地
域
言
旨
曾
・
‘

扁
器
）
と
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
林
業
な

ど
の
特
化
し
た
分
野
」
を
含
む
と
し
て

［
林
業
室
ヨ
ロ
の
「
『
Ｏ
「
の
印
ヰ
堂
）
か
ら

季
姪
杯
業
（
ゴ
Ｏ
一
両
武
Ｏ
誌
Ｏ
「
の
①
ヰ
ヒ
）
へ
］

一
○
億
ド
ル
が
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
利

川
に
よ
る
と
い
う
試
算
も
あ
る
。
レ
ク

利
川
以
外
で
も
、
水
質
浄
化
を
図
る
た

め
に
水
道
の
浄
化
施
設
の
建
設
（
建
設

費
、
お
よ
び
維
持
費
が
そ
れ
ぞ
れ
八
○

億
ド
ル
、
十
億
ド
ル
）
を
行
う
代
わ
り

に
、
流
域
の
荒
廃
農
地
へ
の
八
○
○
ヘ

ク
タ
ー
ル
の
植
林
（
農
民
に
一
千
万
ド

ル
を
支
給
）
を
行
う
こ
と
に
し
た
ニ
ュ

ー
ヨ
ー
ク
市
と
農
務
省
の
取
り
組
み
事

例
も
あ
る
。

▲イタIノア森林局の

フォレスター

▲ワインの町マリーノのワイン祭りで売られる

ポルケッタ（子豚の丸焼き）

Ｉ
ｆＩ

マ
ン
ジ
ャ
ー
レ
（
食
べ
る
）
、
カ
ン
タ
ー
レ
（
唄
一

鶴
註
鐘
恕
蕊
一

せ
る
ト
ラ
ッ
ト
リ
ア
。
猛
ス
ピ
ー
ド
で
走
る
束

や
バ
イ
ク
。
ジ
プ
シ
ー
の
少
女
た
ち
が
た
む
ろ

す
る
雑
踏
。
あ
ち
こ
ち
に
犬
の
落
下
物
が
あ
る

ほ
こ
り
っ
ぽ
い
石
慨
の
路
に
立
ち
並
ぶ
ブ
ラ
ン

ド
店
。
そ
ん
な
ロ
ー
マ
の
チ
ェ
ン
ト
ロ
（
中
心

部
）
を
脱
出
す
れ
ば
、
の
ど
か
な
田
園
地
帯
が

広
が
る
。

フ
ォ
レ
ス
タ
ー
が
管
理
す
る
郊
外
の
森
で
収

稚
さ
れ
た
イ
ノ
シ
シ
や
ト
リ
ュ
フ
な
ど
を
用
い

た
伝
統
的
な
料
理
。
オ
リ
ー
ブ
畑
と
ク
リ
林
、

狩
猟
用
の
森
な
ど
が
一
体
と
な
っ
た
広
大
な
邸

宅
で
、
自
家
製
の
野
菜
や
オ
リ
ー
ブ
油
な
ど
と

と
も
に
楽
し
む
キ
ノ
コ
料
理
。
数
多
く
の
温
泉
。

そ
し
て
、
ワ
イ
ン
・
風
味
豊
か
な
樽
出
し
の
生

白
ワ
イ
ン
も
い
い
が
、
赤
ワ
イ
ン
は
と
り
わ
け

奥
が
深
い
。
有
名
な
バ
ロ
ー
ロ
、
バ
ル
バ
レ
ス

コ
の
生
産
地
は
イ
タ
リ
ア
北
部
の
丘
陵
地
帯
に

あ
る
。
有
名
な
カ
ン
テ
ィ
ナ
（
ワ
イ
ナ
リ
ー
の

こ
と
）
の
も
の
は
ド
イ
ツ
人
な
ど
の
マ
ニ
ア
に

買
い
あ
さ
ら
れ
て
高
価
で
あ
る
が
、
何
百
と
あ

る
カ
ン
テ
ィ
ナ
の
な
か
に
は
最
高
の
出
来
の
年

で
あ
る
八
五
、
八
八
、
九
十
年
も
の
の
豊
か
な
一
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口
9FAOによる森林および樹木の産物についての試案的分類
（出典:unaSylWl198,V()1.50)

森林および
樹木の産物
foreStand

treeproducts

熱
帯
林
管
理
の
経
験
が
長
い
Ｖ
氏

（
ベ
ル
ギ
ー
人
）
が
非
木
材
森
林
産
品
担

当
の
専
門
家
で
あ
る
。
「
非
木
材
森
林
産

品
」
と
は
ｚ
ｏ
目
‐
舅
ざ
。
旦
甸
２
．
輿

圃
・
且
胃
房
（
Ｎ
Ｗ
Ｆ
Ｐ
）
の
こ
と
で
あ

り
、
人
類
史
上
短
期
間
で
森
林
利
用
の

中
心
に
躍
り
出
た
「
木
材
」
以
外
の
森

林
産
物
の
こ
と
を
指
す
。
近
年
、
世
界

各
地
に
お
け
る
持
続
可
能
な
森
林
資
源

管
理
の
実
現
の
た
め
の
取
り
組
み
に
お

い
て
、
地
域
住
民
の
食
料
供
給
な
ど
の

生
活
・
経
済
面
、
生
物
多
様
性
の
保
全

な
ど
の
環
境
面
に
寄
与
す
る
Ｎ
Ｗ
Ｆ
Ｐ

が
あ
ら
た
め
て
注
目
さ
れ
る
よ
う
に
な

り
つ
つ
あ
る
。

［
持
続
可
能
な
資
源
管
理
に
と
っ
て
の

Ｎ
Ｗ
Ｆ
Ｐ
（
非
木
材
森
林
産
品
）
の
重
要
性
］

非木材森林箙品
Non・wOOdfm・・
estproducts

森林サービス
Fol･estser

vices

［
Ｎ
Ｗ
Ｆ
Ｐ
の
定
義
と
Ｆ

か
か
わ
り
｝

来
、
Ｎ
Ｔ
Ｆ
Ｐ

（
ｚ
ｓ
〕
‐
弓
一
ヨ
ウ
臼
．

甸
○
罠
の
の
詳
勺
寓
○
。
‐

月
房
）
と
い
う
場

合
は
薪
炭
や
小
径

木
を
含
め
て
用
い

る
こ
と
が
多
く
、

』
己
冨
〕
○
国
‐
［
ｇ
の
切
言

胃
且
胃
豚
（
重
要

で
な
い
森
林
産
物
）
な
ど
多
く
の
言
い

方
が
あ
り
混
乱
が
あ
っ
た
。
こ
の
た
め
、

定
義
の
国
際
標
準
化
を
図
る
た
め
Ｆ
Ａ

Ｏ
が
一
九
九
五
年
に
「
Ｎ
Ｗ
Ｆ
Ｐ
に
つ

い
て
の
専
門
家
に
よ
る
国
際
協
議
」
を

開
催
し
、
Ｎ
Ｗ
Ｆ
Ｐ
と
は
「
森
林
お
よ

び
類
似
の
土
地
利
用
か
ら
も
た
ら
さ
れ

る
生
物
資
源
に
由
来
す
る
木
材
以
外
の

物
唱
。
号
お
よ
び
サ
ー
ビ
ス
」
と
す
る

こ
と
で
合
意
を
得
た
。
そ
の
後
の
さ
ら

な
る
検
討
結
果
を
踏
ま
え
て
、
Ｎ
Ｗ
Ｆ

Ｐ
と
は
「
森
林
、
そ
の
他
の
樹
林
地
、

森
林
外
の
樹
木
か
ら
も
た
ら
さ
れ
る
生

物
資
源
に
由
来
す
る
木
材
以
外
の
物

曾
昌
２
と
す
る
と
い
う
新
た
な
試
案

を
一
九
九
九
年
に
昌
聾
夢
き
員
Ｆ
Ａ
Ｏ

森
林
局
の
発
行
し
て
い
る
季
刊
誌
）
誌

上
で
提
案
し
て
い
る
（
図
参
照
）
。
こ
の

案
で
は
Ｎ
Ｗ
Ｆ
Ｐ
か
ら
エ
コ
ッ
ー
リ
ズ

ム
や
土
壌
保
全
、
流
域
保
全
な
ど
の
サ

ー
ビ
ス
を
除
外
し
、
す
べ
て
物
輯
８
号

に
限
定
し
て
い
る
こ
と
が
九
五
年
の
定

義
と
大
き
く
異
な
る
。
現
在
の
Ｆ
Ａ
Ｏ

の
Ｎ
Ｗ
Ｆ
Ｐ
に
つ
い
て
の
主
た
る
取
り

組
み
は
、
①
技
術
情
報
の
収
集
分
析
、

②
持
続
可
能
な
開
発
に
果
た
す
社
会
経

済
的
貢
献
の
分
析
、
③
関
係
機
関
等
の

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
化
の
推
進

（
《
ご
行
司
‐
二
ｏ
Ｏ
Ｑ
二
吋
ミ
町
一
、
の
発

行
な
ど
）
、
④
メ
ン
バ
ー
国
に
対
す
る
技

Ｎ
Ｗ
Ｆ
Ｐ
は
薬
用
物
質
、
キ
ノ
コ
、

木
の
実
な
ど
多
岐
に
わ
た
っ
て
お
り
、

あ
な
ど

そ
の
経
済
的
な
位
置
付
け
も
侮
れ
な
い

存
在
に
な
り
つ
つ
あ
る
。
例
え
ば
、
そ

の
多
く
が
森
林
か
ら
産
出
さ
れ
る
薬
用

植
物
の
世
界
の
貿
易
額
は
、
年
間
百
億

ド
ル
に
達
す
る
と
い
わ
れ
る
。
イ
ン
ド

ネ
シ
ア
の
ラ
タ
ン
お
よ
び
他
の
Ｎ
Ｗ
Ｆ

Ｐ
の
輸
出
額
は
年
間
一
・
三
億
ド
ル
以

術
的
支
援
の
四
点
と
な
っ
て
い
る
。

［
Ｎ
Ｗ
Ｆ
Ｐ
の
経
済
的
重
要
性
］

ファオボンジョルノ

剛 0
終章r林業(timberforestry)』から
『森林業(holisticforestry)』ヘ

ー『複眼フォレスター』が切り拓く21世紀の環境共生社会
C

林野庁研究普及課
課長補佐柴田晋吾

上
と
い
わ
れ
、
チ
ェ
コ
で
は
Ｎ
Ｗ
Ｆ
Ｐ

の
年
間
生
産
額
が
木
材
生
産
額
の
三

～
四
分
の
一
を
占
め
る
と
い
わ
れ
る
。

他
の
北
欧
諸
国
と
同
様
、
国
民
の
森
林

へ
の
自
由
な
ア
ク
セ
ス
権
が
あ
る
フ
ィ

ン
ラ
ン
ド
で
は
、
一
九
九
九
年
の
国
家

林
業
プ
ロ
グ
ラ
ム
以
降
、
Ｎ
Ｗ
Ｆ
Ｐ
に

よ
る
新
た
な
自
然
立
脚
型
産
業
の
育
成

が
椎
進
さ
れ
て
お
り
、
採
取
産
物
、
小

規
模
な
木
材
加
工
、
ツ
ー
リ
ズ
ム
の
年

間
の
経
済
価
値
が
そ
れ
ぞ
れ
三
・
一
、

三
・
七
、
一
・
九
億
ド
ル
に
達
し
て
い

る
と
い
わ
れ
る
。

一
方
、
ア
メ
リ
カ
北
西
部
太
平
洋
岸

の
国
有
林
地
域
に
お
い
て
は
、
近
年
の

木
材
生
産
の
大
幅
な
落
ち
込
み
と
反
比

例
す
る
よ
う
に
Ｎ
Ｗ
Ｆ
Ｐ
の
商
業
的
な

収
穫
が
大
幅
に
増
加
し
て
お
り
、
ク
リ

ス
マ
ス
の
オ
ー
ナ
メ
ン
ト
、
キ
ノ
コ
等

の
食
品
、
薬
用
品
等
の
Ｎ
Ｗ
Ｆ
Ｐ
の
貿

易
額
が
年
間
二
億
ド
ル
以
上
に
達
し
て

お
り
、
一
九
九
二
年
の
野
生
キ
ノ
コ
産

業
の
取
引
き
額
は
○
・
凶
億
ド
ル
と
Ｎ

Ｗ
Ｆ
Ｐ
の
う
ち
で
は
林
床
植
物
の
一
・

三
億
ド
ル
に
次
ぐ
地
位
に
あ
る
。
オ
レ

ゴ
ン
州
の
ワ
イ
ネ
マ
国
有
林
な
ど
で
は
、

マ
ツ
タ
ケ
の
商
業
的
収
穫
許
可
証
の
販

売
を
開
始
し
て
い
る
。
ま
た
、
北
米
地

域
の
先
住
民
の
生
活
に
と
っ
て
木
イ
チ

ゴ
類
な
ど
の
採
取
が
伝
統
的
に
重
要
な
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う
に
ち
ゃ
ん
と
二
頭
い
る
こ
と
も
し
ば
し
ば
だ
っ
た
。

し
か
し
、
さ
ら
に
不
可
解
な
こ
と
は
、
私
が
Ａ
ｄ

２
（
Ｆ
）
Ｙ
と
識
別
し
て
い
た
カ
モ
シ
カ
で
あ
る
。

こ
の
カ
モ
シ
カ
と
は
十
回
出
会
い
、
皿
シ
ー
ズ
ン
の

出
現
率
は
五
九
％
で
あ
り
、
構
成
率
は
二
一
％
で
あ

っ
た
。
ち
な
み
に
、
Ａ
ｄ
の
構
成
率
は
三
一
％
、
Ｊ

ｖ
ｌ
例
の
そ
れ
は
二
七
％
で
あ
っ
た
。
Ａ
ｄ
２
（
Ｆ
）

Ｙ
は
、
識
別
記
録
か
ら
Ｊ
Ｖ
ｌ
鵠
に
可
能
性
が
高
く

思
わ
れ
た
。
つ
ま
り
、
い
っ
た
ん
仔
別
れ
し
た
は
ず

な
の
に
三
年
後
に
再
び
メ
ス
親
と
い
っ
し
ょ
に
出
現

し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
個
体
は
、
翌
年
の
塊
シ
ー
ズ

ン
の
出
現
率
は
さ
ら
に
高
く
、
六
五
％
に
も
な
っ
た
。

つ
ま
り
、
こ
れ
ら
の
観
察
さ
れ
た
事
実
は
ゆ
る
や
か

▲右からAd・Jv-91・Ad2(F)Y･Senの各カモシカ。梵珠山砕石沢右

岸稜線で。野犬の接近で立ち上がって警戒中（19922.撮影）

な
仔
別
れ
と
い
う
概
念
で
く
く
ら
れ
る
の
で
は
な
い

か
、
と
い
う
こ
と
に
併
せ
、
私
は
、
こ
れ
ま
で
わ
が

国
に
お
い
て
、
仔
別
れ
と
い
う
も
の
を
限
定
的
か
つ

特
異
的
に
考
え
す
ぎ
は
し
な
か
っ
た
か
と
い
う
こ
と

を
提
起
し
た
い
の
で
あ
る
。
仔
別
れ
現
象
に
、
「
近
縁

者
び
い
き
（
胃
９
房
目
）
」
と
い
う
概
念
で
接
近
し
た

い
の
で
あ
る
。

こ
の
ほ
か
、
さ
ら
に
、
こ
の
支
尾
根
に
よ
く
や
っ

て
く
る
カ
モ
シ
カ
が
一
頭
い
た
。
そ
れ
は
一
九
八
八

年
か
ら
識
別
し
て
き
た
艀
邑
と
い
う
カ
モ
シ
カ
だ

が
、
Ⅷ
シ
ー
ズ
ン
の
出
現
率
は
三
五
％
の
六
回
、
構

成
率
は
一
三
％
で
あ
っ
た
。
こ
の
カ
モ
シ
カ
の
翌
年

の
比
率
も
、
そ
れ
ぞ
れ
三
五
％
、
一
三
％
で
あ
っ
た
。

写
真
を
見
て
い
た
だ
き
た
い
。
既
述
し
た
四
頭
の

カ
モ
シ
カ
の
面
々
の
そ
ろ
い
踏
み
で
あ
る
。
こ
の
ユ

ニ
ッ
ト
は
、
卜
七
回
の
観
察
に
お
い
て
、
一
月
に
一

回
、
二
月
に
二
回
、
三
月
に
一
回
の
計
四
回
確
認
さ

れ
た
。
出
現
率
二
四
％
と
い
う
高
率
で
あ
っ
た
。

●
な
ぜ
、
い
っ
し
ょ
に
い
る
の
か

私
は
長
い
間
、
カ
モ
シ
カ
は
単
独
で
行
動
す
る
も

の
と
思
っ
て
い
た
。
撮
影
と
訓
査
を
開
始
し
た
一
九

七
六
年
一
月
下
旬
、
初
め
て
カ
モ
シ
カ
の
撮
影
に
成

功
し
た
の
も
一
頭
だ
っ
た
し
、
そ
れ
ま
で
発
表
さ
れ

て
い
た
写
真
は
せ
い
ぜ
い
二
頭
程
度
で
あ
っ
た
か
ら

だ
。
初
め
て
の
写
真
は
、
三
○
○
ミ
リ
と
い
う
野
生
動

物
の
撮
影
に
は
短
す
ぎ
る
レ
ン
ズ
で
撮
っ
た
も
の
だ

っ
た
が
、
初
め
て
津
軽
山
系
で
撮
影
さ
れ
た
カ
モ
シ

カ
と
い
う
こ
と
で
、
全
国
紙
Ａ
新
聞
に
掲
載
さ
れ
た
。

さ
て
、
観
察
を
重
ね
て
ゆ
く
う
ち
に
、
「
孤
高
の
野

生
動
物
」
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
と
は
ず
い
ぶ
ん
と
違
う

事
例
が
得
ら
れ
た
。
今
で
は
角
が
と
れ
、
擦
り
切
れ

て
古
び
て
し
ま
っ
て
は
い
る
が
、
そ
ん
な
フ
ィ
ー
ル

ド
ノ
ー
ト
に
、
し
だ
い
に
〃
群
れ
る
カ
モ
シ
カ
″
の

姿
が
記
録
・
蓄
積
さ
れ
て
い
っ
た
。
私
は
、
拙
著
『
カ

モ
シ
カ
の
森
か
ら
』
（
Ｎ
Ｔ
Ｔ
出
版
・
那
刊
）
で
、
「
二

頭
以
上
の
カ
モ
シ
カ
が
い
っ
し
ょ
に
行
動
し
て
い
る

場
合
を
「
群
れ
」
と
定
義
し
、
こ
れ
を
集
団
と
定
義

す
る
な
ら
ば
、
梵
珠
山
一
帯
の
カ
モ
シ
カ
は
集
団
で

い
る
場
合
の
ほ
う
が
圧
倒
的
に
多
い
」
と
述
べ
た
。

そ
の
根
拠
は
、
既
述
し
て
き
た
よ
う
な
出
現
率
お
よ

び
構
成
率
に
よ
る
。

じ
っ
と
ブ
ナ
二
次
林
の
低
木
層
で
カ
モ
シ
カ
の
現

れ
る
の
を
待
つ
。
カ
モ
シ
カ
が
好
む
急
崖
の
上
の
ミ

ズ
ナ
ラ
の
古
木
に
、
シ
ジ
ュ
ウ
カ
ラ
・
ヒ
ガ
ラ
・
コ

ガ
ラ
な
ど
の
カ
ラ
類
に
、
小
型
の
キ
ツ
ツ
キ
の
コ
ゲ

ラ
が
ギ
ー
ギ
ー
鳴
き
な
が
ら
後
を
追
い
か
け
て
ゆ
く
。

繁
殖
期
に
は
と
て
も
観
察
で
き
な
い
〃
混
群
″
で
あ

る
。
私
は
、
〃
異
種
（
種
間
）
か
ら
な
る
群
れ
″
と
、

こ
れ
ま
で
目
前
に
繰
り
広
げ
ら
れ
て
き
た
カ
モ
シ
カ

の
四
’
六
頭
か
ら
な
る
〃
同
種
（
種
内
）
か
ら
な
る

群
れ
″
を
重
ね
合
わ
せ
て
考
え
る
。
性
的
二
型
が
見

ら
れ
な
い
カ
モ
シ
カ
の
場
合
、
群
れ
る
こ
と
に
よ
る

メ
リ
ッ
ト
と
デ
メ
リ
ッ
ト
の
関
係
は
戦
略
的
に
ど
う

選
択
さ
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
。

機
会
が
あ
れ
ば
、
さ
ら
に
カ
モ
シ
カ
の
行
動
に
つ

い
て
述
べ
た
い
が
、
冒
頭
の
問
９
の
Ａ
に
つ
い
て
、

私
は
集
団
と
い
う
も
の
は
、
絶
え
ず
定
着
と
分
散
と

い
う
交
互
の
動
態
を
見
せ
変
動
す
る
と
の
視
点
か
ら
、

カ
モ
シ
カ
は
「
群
れ
で
行
動
す
る
こ
と
も
あ
る
」
と

考
え
て
い
る
。（
青
森
県
西
地
方
農
林
事
務
所
総
括
主
幹
）
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．
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カモシカ生

一
』
〆
「

青森ネイチや一ウオーク倶楽部代表

新
年
明
け
ま
し
て
お
め
で
と
う

ご
ざ
い
ま
す
。
二
十
一
世
紀
も
定

説
を
覆
し
、
教
科
書
を
書
き
替
え

る
新
発
見
が
続
く
こ
と
が
期
待
さ

れ
る
年
頭
で
す
。

●
カ
モ
シ
カ
Ｑ
＆
Ａ
承
り
ま
す

積
雪
期
に
な
る
と
、
毎
週
末
ご

と
に
カ
モ
シ
カ
の
姿
を
求
め
、
雪

の
ブ
ナ
林
に
分
け
入
っ
て
か
ら
二

十
四
年
に
な
っ
た
。
当
時
は
ア
ウ

ト
ド
ア
ス
ポ
ー
ツ
と
い
う
言
葉
が

今
日
ほ
ど
ポ
ピ
ュ
ラ
ー
で
は
な
か

っ
た
が
、
友
人
た
ち
か
ら
は
、
「
ブ

ー
ム
の
フ
ォ
ア
（
先
頭
）
ラ
ン
ナ

100

雪
雲
雲
霧
雲
霊
謹
窪
雲
雲
雲
霞
詞
雪

参
墓
零
・
學
“
『
聖
室
．
二
』
麓
一
淳
二
筆
梨
一
塁
二
走
諄
一

80

０
０
６
４

（
ま
）
冊
量

講義
…

F■

L鴎

霊
一
一’ …霧霊謬垂畠毒

０
０

２

で
と
う
－
だ
よ
」
と
か
、
「
最
近
顔
が
カ
モ
シ
カ
に
似
て
き
た
」

↑
紀
も
定
な
ど
と
、
よ
く
言
わ
れ
た
。
そ
ん
な
こ
と
も
あ
っ
て
、

雪
替
え
関
係
機
関
か
ら
の
要
請
で
青
少
年
を
は
じ
め
と
す
る

期
待
さ
冬
季
野
外
活
動
の
誰
師
も
ず
い
ぶ
ん
と
承
っ
た
。

そ
れ
ら
の
講
座
の
中
で
、
私
が
必
ず
取
っ
た
時
間

り
ま
す
が
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
カ
モ
シ
カ
と
生
息
環
境
に
関

週
末
ご
す
る
「
カ
モ
シ
カ
を
知
る
た
め
の
Ｑ
＆
Ａ
」
と
い
う
、

ゞ
め
、
雪
自
分
で
開
発
し
た
全
９
問
か
ら
な
る
ク
イ
ズ
形
式
の

一
か
ら
二
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
展
開
す
る
時
間
で
あ
っ
た
。

ば
ア
ウ
今
回
は
、
特
に
そ
の
中
の
問
９
、
「
カ
モ
シ
カ
は
い

言
葉
が
っ
も
群
れ
を
作
っ
て
暮
ら
し
て
い
る
か
？
」
に
つ
い

一
は
な
か
て
、
私
の
観
察
記
録
か
ら
得
ら
れ
た
知
見
を
ご
紹
介

は
、
「
ブ
す
る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
あ
く
ま
で
津
軽
半
島
南
端

ラ
ン
ナ
部
の
梵
珠
山
（
四
六
八
メ
ー
ト
ル
）
に
お
け
る
冬
季

間
の
調
査
で
得
ら
れ
た
事
例
で
あ
り
、
ど
れ
ほ
ど

２ｋＵ
率
』
の
普
遍
性
を
持
つ
も
の
か
を
論
ず
る
も
の
で
な
い

成
６
こ
と
を
あ
ら
か
じ
め
お
断
り
し
て
お
く
。

叩
噸
哩
●
唖
シ
ー
ズ
ン
の
記
録
か
ら

よ
１

お
一
・

図
は
、
一
九
九
一
年
十
二
月
か
ら
一
九
九
二
年

耐
寒
叩
六
月
ま
で
の
冬
季
間
を
中
心
と
し
た
記
録
で
あ
る
。

幅
拙
岬
六
月
ま
で
と
し
た
の
は
、
こ
れ
以
降
は
草
本
屑
・

即
撫
シ
低
木
層
を
は
じ
め
と
す
る
ブ
ナ
林
を
椛
成
す
る
捕

獲
“
症
物
た
ち
が
繁
茂
し
、
カ
モ
シ
カ
の
姿
を
視
認
す
る

、
』
ン

Ｆ
ホ
こ
と
が
困
難
と
な
る
か
ら
で
あ
る
。

魂
二

以
前
か
ら
の
識
別
さ
れ
た
カ
モ
シ
カ
を
含
め
、

Ａ
る

１
け
こ
の
年
次
に
お
け
る
識
別
個
体
は
七
頭
、
観
察
頭

岬
嘩
数
は
延
べ
で
四
十
七
頭
で
あ
っ
た
。
十
七
回
に
上

山

“
鑑
缶
註
棚
雌
坤
靴
峰
心
沫
か
船
幅
梱
畷
鎚
地
Ⅲ
州
嶬

図
ｄ
と
名
付
け
た
カ
モ
シ
カ
で
あ
る
。
次
い
で
十
三

回
観
察
し
た
同
七
六
％
の
個
体
は
、
Ｊ
ｖ
ｌ
肌
と

名
付
け
た
仔
カ
モ
シ
カ
で
あ
る
。
こ
の
二
頭
は
、
十

七
回
の
調
査
日
の
う
ち
十
二
回
い
っ
し
ょ
に
い
る
と

こ
ろ
を
確
認
し
た
。
Ａ
ｄ
と
Ｊ
Ｖ
ｌ
虹
の
い
ず
れ
か

一
頭
だ
け
と
い
う
日
が
四
回
、
ど
ち
ら
も
確
認
で
き

な
か
っ
た
日
が
一
回
。
い
ず
れ
か
一
頭
の
出
現
日
の

う
ち
三
回
は
Ａ
ｄ
だ
け
、
残
り
一
回
は
Ｊ
Ｖ
ｌ
虹
だ

け
で
あ
っ
た
。
Ａ
ｄ
と
Ｊ
Ｖ
ｌ
虹
は
い
わ
ゆ
る
「
母

仔
群
」
と
呼
ば
れ
る
ユ
ニ
ッ
ト
で
あ
っ
た
。

長
期
間
に
わ
た
る
行
動
形
態
お
よ
び
観
察
記
録
か

ら
、
こ
の
Ａ
ｄ
は
、
梵
珠
山
頂
か
ら
南
南
東
約
一
キ

ロ
に
位
置
す
る
ブ
ナ
ー
ミ
ズ
ナ
ラ
を
主
体
と
す
る
急

崖
を
持
つ
支
尾
根
周
辺
の
、
半
径
五
○
○
メ
ー
ト
ル

の
範
囲
内
に
行
動
圏
を
持
つ
メ
ス
親
で
あ
り
、
Ｊ

Ｖ
ｌ
肌
は
、
切
年
春
に
生
ま
れ
た
仔
カ
モ
シ
カ
で
あ

っ
た
。
気
温
も
上
昇
し
、
日
足
も
伸
び
て
く
る
三
月
に
も

な
る
と
、
い
わ
ゆ
る
「
仔
別
れ
』
と
い
う
現
象
が
と

き
ど
き
観
察
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
前
年
の
春
に
生

ま
れ
た
仔
も
、
メ
ス
親
の
周
囲
に
目
撃
さ
れ
る
こ
と

も
し
だ
い
に
少
な
く
な
っ
て
ゆ
く
。
た
だ
し
、
仔
別

れ
は
、
よ
く
テ
レ
ビ
な
ど
で
そ
れ
ら
し
く
、
時
に
は

擬
人
的
に
放
映
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
が
、
一
挙
に
行

わ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
私
の
フ
ィ
ー
ル
ド
で
は
観

察
さ
れ
な
か
っ
た
。
激
変
緩
和
と
で
も
い
う
の
か
、

徐
々
に
、
小
分
け
さ
れ
る
よ
う
に
行
わ
れ
る
。
私
が
、

パ
ケ
ッ
ト
型
と
名
付
け
て
い
る
方
式
だ
。
メ
ス
親
が

二
○
セ
ン
チ
ほ
ど
の
自
分
の
角
の
背
で
仔
カ
モ
シ
カ

の
腰
部
を
押
し
、
排
除
す
る
か
の
よ
う
な
行
動
を
二

～
三
月
に
か
け
て
目
撃
し
た
が
、
そ
ん
な
行
動
が
あ

っ
て
も
、
次
回
に
フ
ィ
ー
ル
ド
で
あ
る
い
つ
も
の
ブ

ナ
林
の
ヤ
セ
尾
根
に
行
く
と
、
何
事
も
な
か
っ
た
よ
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研ちゃんの5聯創らｾﾐﾅー ④

八マキガの古巣

のハマキガの巣はけつこう丈夫な

ので，ハマキガが親になってどこ

かにいなくなった後でも，そのま
んま残っていることが多いんだ

よ。」

「なるほど,だからど－だってい
うんです｡」

「そう，このハマキガの古巣とい
うのが，実はとても大切な役割を

閲
闇
岡
園
閲
圃
■
團
圃
蘭
四
阿
画
間
脚
罷
既
圃
掘
削
聞
岡
間
間
跳
勵
闘
聞
剛
悶
目
駒
隅
回
附
Ｈ
園
廓
函
‐
！
ｂ
１
吋
憎
』
‐
判
ｍ
Ｉ
１
ｆ
ｆ
賠
減
防
脚
Ｉ
邪
か
‐
隔
踊
嘆
興
硫
叩
旧
‐
Ｉ
秘
Ⅲ
Ⅲ
怪
凋
口
舟
目
阿
脚
凹
祁
判
番
‐
１
１
１
尋
帥
。
ａ
１
‐
聾
陽
●
１
１
心
０
Ｗ
‐
‐
‘
↑
１
９
１

「なんです，やぶからぽ一に。夕果たしていることがわかってきた

バコは好きですがハマキはめったんだ｡」
に吸いませんね｡」 「へ－，古巣がね－。なんか煎じ
「いや，そのハマキじゃなくハマて飲めば，痔の薬にでもなるんで

キガという虫のことさ･」 すかい｡」

「なんだ,またお得意の虫ですか，「いやいや，そうじゃなくて，ハ
人が真剣に相談してるってのに｡」マキガの巣がたくさんある樹には，
rまあまあ，おこりなさんな。こたくさんの生き物が暮らすことが

のハマキガというのは小さな蛾のできるようになるんだ｡」

仲間で，幼虫が葉を丸めてその中「ふ－ん。ハマキガの巣でね｡」
に住むという習性を持ってるん「ハマキガがたくさんいた樹と

だ｡」 いなかった樹の枝や葉にいる生き

「へ－，おつな虫ですね，しかし物を比べてみたところ，圧倒的に
なんで葉なんか丸めるんです｡」 ハマキガがいた樹にたくさんの生

「自然界には野鳥やクモだのハき物が住んでいることがわかった。

マキガの幼虫を食べてしまう恐ろしかも，その中には，クモやカメ

しい敵がたくさんいるわけで，たムシなどほかの虫を食べる，捕食
ぶん隠れているんだろうね｡」 者もたくさんいるんだ。そして，
「へ－，おく病なヤツですね｡」 これはハマキガが増えたことが原

「ハマキガの幼虫は，口から糸を因ではなく，ハマキガの古巣が格
はいて,葉を丸くつづるんだが,こ好の隠れ家を提供しているためだ
一一壷二・二一・一．唖－－－合一一角.＝．．…－℃_－－－三』-.-一■一一一ざ詫冒..三二‐“鄙五一一、､－－，－－､-‐函輌一㎡－－－－－y-……

「先生,21世紀もようやく明け

ましたね－。今世紀もよろしくお

願いします｡」

「や－，大きく出たね，こちらこ
そよろしく。」

「それにしても，正月を迎える
と，いつもやになっちゃうんです

よね｡」

「ほ－，いつもおめでたい君が，

なんで正月に限って,!悩むのかね｡」

「あ－ひどいな－。いえね，あ－
去年も，だらだらと無意味にすご

しちゃったな－，今年こそはしつ

かりしなきゃ，と思いつつも，つ
いパチンコに出かけちゃうんです

よ。あっしでもこう何か世の中に

役に立つようなことをやらなきや

と思うんだけど，なかなかできな

くてね｡」

「ふ－ん，そういうこと。それじ
ゃハマキってのを知ってるかい｡」

ー、,〆一一山一錘一一一三＞毎…癖し坐‐兎’一曇一一一

羅距愛 野生鳥獣による森林被害と
罰

芭磁
~

林野庁の取りまとめによると，

ここ数年の被害量は面積にして毎

年およそ8～9千haに上ってお

近年，シカ，カモシカ，ノネズ

ミ，クマ等の野生鳥獣による森林

被害が問題となっている。

り，そのうちシカによる被害が約

5割を占めている。被害は苗木や

幼齢木の枝葉の食害のほか，樹皮

の食害や樹幹部のはく皮等壮齢木

の被害も目立っており，被害の激

しい地域では森林所有者の林業経

営意欲の喪失に追い打ちをかける

一因ともなっている。

こうした野生鳥獣による森林被

害を防止するため，防護柵の設置

や忌避剤の散布による被害防止対

策などのほか，関係者による被害

の監視・防除体制の整備，防除技

術の改善・普及等への努力が続け

られている。

シカ等による農林業被害が深刻

化している中で,平成｜｜年6月に

は｢鳥獣保護及狩猟二関スル法律」

▼図主な野生鳥獣による森林被害面積の推移

9．7
千ha

10．0

8．78．5
－

‐
眠
辱
尹
耐
Ｉ
ｆ
刀
屡
モ
証

8，0
－

7．9
－8.0

一シカ6.0

4‘0

2.0

il0･0

L賛料:林野庁業務識料
平成78 1011年度9

辱一テ…一崖一二砦一応．

注：被害が発生している都道府県の国有林，民有林の合計値である。
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ということがわかったんだ。その

ことは，ハマキガがいなかった樹

の葉を丸めてクリップで止めて，
人工的にハマキガの巣を作ってや

っても，同じようにクモやカメム

シが増えることからも証明された

んだ。こうして，多様な生き物が

樹の上で暮らせるわけさ｡」
「へ－，しかしハマキガも自分の
使い古しの古巣がそんな役に立っ

ているなんて，思ってもみないで
しょうね｡」

「そのとおり。同じような例とし

ては，キツツキの古巣も，ほかの
樹に穴をあけられない小鳥や，か

わいらしいヤマネの巣として利用

される。キツツキがいなかったら

困る生き物はたくさんいるんだ｡」

「なるほどね｡」
「ということで,君だって知らな

いうちに，人の役に立っているこ

とが，たくさんあるんだよ。正月
にパチンコ屋にお金を献上するん

だって，そのおかげで，パチンコ
屋さんは大喜び，従業員もいいお

正月が迎えられるというわけさ｡」
「あ－，ひで一や。よし，今年こ

そ取り戻すぞ－｡」

福山研二（ふくやまけんじ）／
林野庁研究普及課首席研究企画官

職場などで高速インターネットが整備されてい

る場合を除き，多くの人が現在の利用環境に少な

からず不満を持っていると思う。わが家でも3台

のパソコンをインターネットにつなげているが，

同時にアクセスすることが多い夜間では，接続の

遅さにイライラさせられることが多い。通信事業

が民営化されてから’5年を経過したにもかかわ

らず，数多くの規制や煩雑な手続きがNTTなどの

キャリアによる寡占を続けさせている。インター

ネットの普及率(昨年の8月時点で30.6％）は主

要国では最低のレベルであり，アジア・太平洋諸

国と比較してもIT先進国とはいえない水準にと

どまっているのは当然のことだろう。

いつでも，どこでも,だれでも,ITを積極的に活

用し多種多様な情報サービスを安く，高速で,効率

的に享受できる。昨年のll月に決定されたIT戦

略会議では，5年以内に世界最先端のIT国家とな

ることを目指して，2002年中に有線･無線の多様

なアクセス網により，すべての国民が安価にイン

ターネットに常時接続でき，2005年までに4千万

世帯が高速インターネット網に常時接続可能な環

境を整備するとしている。すでに，東京ではCATV

に加えてISDN接続の10倍以上の高速で通信で

きるDSLが営業を開始し，さらに現在実験サービ

ス中の光ファイバーによる超高速ブロードバンド

通信FT｢H(ISDNの約|,500倍）も2002年には東

京23区で本格サービスを開始する予定だという。

実は，このFTTHを提供するのは,あの通信ガリ

バーのNTTや電柱という膨大なインフラを有す

る東電ではなく音楽の有線放送会社だから驚く。

規制緩和を受けて通信事業の認可を取得し，電力

会社から正式な電柱利用権を得たうえで，この会

社だけが持っている独自のノウハウ（短期間で放

送網を敷設できる技術）をフルに生かした新しい

ビジネスの展開に乗り出すという。どこにどんな

チャンスが眠っているかわからない。常に変化の

兆しに注意を払い，的確にそれをとらえることだ。

20世紀に鉄やプラスティックなどに取って替わ

られた木材が復権することを願う。(PT)

（この欄は編集委員が担当しています）

イ

日

ネ
ッ
ト

が改正され，地域で著しく減少ま

たは増加している鳥獣に関して，

科学的・計画的な鳥獣の保護管理

(個体数の調整)を実施するための

特定鳥獣保護管理計画制度が創設

された。また，地方分権の一環と

して，平成'2年4月から，有害鳥

獣駆除の捕獲許可権限が，一部を

除き環境庁長官から都道府県知事

に委譲されている。

特別天然記念物であるカモシカ

による被害対策については，保護

と被害防止の両立のため，文化庁，

環境庁，林野庁の連携により，保

護地域の設定，被害防止対策を実

施するとともに，県において特定

鳥獣保護管理計画による個体数の

調整等が行われている。

今後とも野生鳥獣被害に対して

は，関係機関が連絡を密にしつつ

対策を進めていくことが重要とな

っている。
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新林野庁体制がスタート(平成'3年'月6日）嘩

今

尋

・

音

平成11年7月8日に成立した新農林水産省設置法により，平成13年1月6日,林野庁本庁
の組織が次のとおり再編され，新林野庁体制がスタートしました(下図をご覧ください)｡

所在地東京都千代田区霞が関1-2-1eO3(3502)8111(農林水産省)I〒100-8952」

’｜林野 庁｜

｜･－－－－－－－．：

|長官｜林政部｜森林整備部｜国有林野部｜｜
｜

'、寝'|晨馬豪1悪f唾縦鵬
二甚蕊騨臺-蕊｡弓鯉劃

斗森林管理署｜

灘 懇
一木材課一森林保全課L福利厚生室
L木材貿易対策室L森材保護充艤室

I

一研究普及課

L技術開発推進宝

;｜▲図を50％縮小コピーして切り抜くと9r林業手帳』巻末資料16頁上段｢林野庁機櫛｣図としてご利用いただけます。

＃
を提供するもの，と書かれている。

対象が広い範囲にわたるr林政」
の年表には欠かせない要件を備え

ているといえよう。著者自ら読む

年表と表現しているように，記載

された事項と記述を追っていくと，
その時代の有様がほうふつと浮か

び上がってくるような気分になる。

林業関係学校や団体・会社林業部

の設置からその改組，建物移転ま

で記載され，それらを直接問い合

わせて正確を期しているのにも驚

かされる。

内容は，戦前期を，一般・農業，

林政・民有林，国有林等，植民地，

国外林業の欄に分け記載し，戦後

では沖縄・奄美・小笠原を別記，
概念図および詳細図（フローチャ

ート，20頁)，年表(I,854頁，図
版・写真700点)，典拠文献（500

香田徹也編

日本近代林政年表
1867～1999

発行所：㈱日本林業調査会

〒162-0845東京都新宿区市ケ谷本村町3-26

s03(3269)3911FAXO3(3268)5261

2000年10月発行B5判,2,080頁

定価（本体23,810円）

1867年(慶応3年)から1999年

(平成11年）までの日本近代の，
森林・林業・林産業にとどまらず

環境国土，自然災害，地域，土

地利用，建築，紙パルプ，燃料，
狩猟，登山，スキー，教育，文化

財，森林文化等の関連分野の事項

をも広く一覧できる年表である。

序文を寄せた伴林野庁長官は，

総合的視点が強く求められている

今日，私たちが抱えている問題解

決のために欠かせない貴重な資料

I

■
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林政拾遣抄
一一一一

口林政部：林政課［政策評価に係

る業務を追加]，企画課[林業経

営に係る業務を経営課に移管]，
経営課［旧森林組合課に特用林

産に係る業務および林業経営に

係る業務を追加]，木材課[旧林
産課および木材流通課を統合。

木材に関する環境問題を担当す

る木材環境技術専門官を設置。

特用林産に係る業務を経営課に

移管］

口森林整備部(旧指導部を名称変

更）：計画課［森林総合利用･山

村振興室を設置]，整備課[旧基
盤整備課に造林事業に係る業務

を追加。造林間伐対策室を設

置]，治山課[概ね従来体制どお

り]，森林保全課[旧造林保全課
に森林環境保全に係る業務を追

加。造林事業に係る業務を整備

課に移管]，研究普及課[概ね従

来体制どおり］
口国有林野部；（従来体制どおり）

回 松巴
油は貴重な「軍需品」で，海岸

のマツ林はその樹液を集めるた

めに利用されたのであった。

しかし田辺地方では，この時

代だけでなく，もっと古いころ

からマツとの交わりは密接で，

マツにかかわる多くの祭りや慣

習があった。新盆の家では，肥

松を割って作った108本の小さ

な松明（たいまつ）を，旧暦の

7月’3日の夕方,家の前で焚い

て新仏を迎えたのもその慣習の

一つである。松明は樹齢

200～300年の太くなったマツ

を使った。根だけ残して伐られ

た伐り株には,I0年くらいたつ

と樹脂が凝縮するので重宝した

という。また，田辺海岸の磐代

(いわしろ)で悲劇の王子の有間

皇子が詠んだ「磐代の浜松が枝

を引き結び真幸くあらばまた還

りむ」(万葉集巻二・14I)も古

くから知られている。このマツ

の枝を結んで前途の幸せを祈っ

た「結び松」の故事も，マツと

人間との心の交流を示す一例で

ある。（筒井迪夫）

(注)千葉徳爾；「はげ山の研究｣，
農林協会1956

マツと人間とのかかわりは，

全国各地で古くから深く，永い

歴史を持っている。今ではあま

り知る人も少ないが，マツの樹

脂を燃料とした｢肥松」（こえま

つ）利用も各地で見られたマツ

と人間のかかわりの一例である。

｢肥松｣とは燃料になるマツの根

のことで，昔から貴重な燃料源

として掘り取られたものだった。

しかし，根を掘り取るので土壌

浸食の原因となることも多かっ

た。明治初期に近畿から瀬戸内

海にかけて広範囲に見られたは

げ山の一つの原因とする説もあ

る（注)。

そんな昔でなくとも物資が不

足した第二次大戦のころ，各地

で海岸のクロマツ林からマツの

樹脂が取られた。先日「船橋迪

くさ会｣(船橋市の森の好きな人

たちの学習会）で，会員の小芝

孝夫さんが話された肥松掘りの

体験談もその一つの例である。

場所は氏が育った和歌山県田辺

市の海岸林である。戦時中，こ

の地域でも「松根油で飛行機を

飛ばす」ということで肥松を掘

り，洗って干して軍に供出した

ということで，子供であった小

芝さんも,大人に

｜

ハ

点)，索引(33,000項目）に分けて

いる。

この年表の真価は，官報・法令

全書に典拠して法律･政令･省令・

告示を網羅し，出典を明記し，通

常の年表と異なり主要な内容を

2j000字以内をめどに記載し，行

政関係者・研究者に職務上の重要

な情報を提供しているところであ

ろう。閣議決定の類も，閣議付議

目録等を参照し収録している。

編者の香田さんは，年表を作ろ

うとした動機を，林野本庁に転勤

してきた当時，林業・林政に関す

る総合的な辞書・年表が整備され

ていないことに不便を感じ，また，
自らの職務の位置付けを知りたい

と考えたからだという。それから

40年，大勢の人た･らの励ましを受
けつつ,IT時代パソコンの登場に

後押しされ，この恐るべき膨大な

業績を積み上げさせたパッション

は何なのか｡それが20世紀という

ものだったのだろう。

▼有間皇子結び松跡

交じってその作

業に汗を流した

のである。ところ

が,戦後になりせ

っかく苦労して

掘った肥松が大

阪の倉庫に使用

されずに眠った

ままになってい

たことを知り，が

っかりしたとい

う話である｡当時

--一一一

夢零

や
奇
覗
里
子
錨
冴
汲
倒

望
《
漂
，
一

獺宛

(林業経済研究所理事長／福島康記）

、

一 旦三雲 写一
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森林生態系の食物連鎖に関する用語であるが，

生態系の保全，とりわけ生物多様性の保全の論議
さん

によく使われる用語である。イヌワシなどの猛禽

類のように，食物連鎖のピラミッドの最高位に位

置する種をいう。ピラミッドの頂上にいるという

ことは，アンブレラ種が生活できる生態系の中に

はピラミッド傘下の多くの生物種が生育できると

みなされる。したがってアンブレラ種が生育でき

る環境を保全すれば，生

物多様性が一定の高いレ

ベルで保全できると考え

られている。

開発の対象地やその周

辺にオオタカやイヌワシ

の巣が発見されると開発

計画の見直しや修正が必

要なのは，これらの種が

絶滅が危倶される種であ

るとともに，これらの種

が住めなくなるというこ

とは，多様な生物種が生育できる環境が悪化する

と判断されるからである。アンブレラ種にとって

の生育環境の悪化とは，主に餌の減少と住みか，

ことに営巣場所の減少にある。営巣場所としては

大きな古木を必要とするものが多い。タカにとっ

ては太い枝の派生した大径木があること，フクロ

ウやクマにとってはウロのある大きな木があるこ

となどである。クマにとっては相当大きなウロの

ある木が必要である。そのために生息地の中に老

齢段階の天然林が一定割合含まれていることが彼

らの生息にとって必要条件となる。

雑食性のクマがピラミッドの頂点のアンブレラ

種であるとは生物学的には言い切れないかもしれ

ないが，生態系の保全，生物多様性の保全の指標

としての意味を持ち，その観点からクマもアンブ

レラ種として扱われてい

織職鍬聯癖る。家畜や人間に危害を

21世紀以降の重要な課

題である。だが，生物多様性を何で表わし，どう

評価するかという具体的な方策には難しいことが

いっぱいある。その中にあって，アンブレラ種が

遺伝的劣化を起こさない程度の生息密度を保てる

生態系を保全していくという方策は，生物多様性

の保全のためにわかりやすい，優れた方策だとい

える。

ざ一言

口火山のはなし災害軽減に向けて一著者：下鶴大輔発行所：㈱朝倉諜店(a03-3260-01i11)発

行:2000.9A5判,166p本体価格:2.900II1

ロマツとシイ森の栄枯盛衰現代日本生物誌6著者：原田洋・磯谷達宏発行所：㈱岩波諜店(冠

03-5210-4000)発行:2000.8四六判,160p本体価格:1､900円

□ヘビ大図鑑驚くべきヘビの世界著者：クリス・マテイソン発行所：㈱緑舎房(壷03-359()-4441）

発行:2000.11235cm×29Cm,191p本体価格:6,800円

口改訂新版農林水産統計用語事典編者；卿農林統計協会発行所：伽農林統計協会(B03-3492-

2987）発行:2000.10四六判b470p本体価格:3.000円

口炭焼紀行著者：三宅岳発行所：㈱創森社(aO3-5228-2270)発行:2000.11A5判,220p

本体価格:2,800PJ

口森林微生物生態学編著者：二井一禎・肘井直樹発行所：㈱朝倉‘喋店(a03-3260-0141)発行：

2000.11菊判,322p本体価格:6,400円

口近くの山の木で家をつくる運動宣言発行所：緑の列励ネットワーク(e()3-5419-3621),発売所(棚

農山漁村文化協会(a03-3585-1141)発行:2000.11A5判,180p本体Ⅲi格:952円
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一賃勝〃吾
月1

主催団体／会場／行事内容等区分 行事，名

化学物衡による室内汚染の

塊状とヘルシーハウス実現

のための|:IiIl畷シンポジウム

期間

東戚 (1011本建築学会(東京都港区芝5-26-20越築会館,a03-3456-2051)/ilL

築会館ホール（電話番号とも前肥|!ﾘ)/「室Iﾉ1化学物質空気汚染の解Iﾘ1と

仙服・衛生屑II蝉境の|)N発」の研究成果をもとに欧米および日本の建築

学，|嬉学等の研究考によって，他眼形職，裳Iﾉ1環境,地球環境の3つの視

点から，雌康住宅のあるべき姿を群える。

文部省(東京都千代RJ区霞が関3-2-2,aO3-3581-4211)/①熊本県,②栃
木雌，③北海道。詳細は主催巷に問い合わせを｡／学校施設への木材使用

に関する講習会を開催し，木材使川に関する知識,技術等の普及および啓

発に努め，全匡Iの学校施設の蘭的な向|:に街する。

図上緑化噸堕儀繼(盆03-3262-8451）・棚日新聞社･森林文化協会，後援：

林野庁／東京・有楽町マリオン／テーマ:1｣本の自然を21世紀へ｡森林を

韮盤とした日本の自然,この環境と風峨をどう新世紀に伝え,守っていくのか，

特に都市住民の参加と役割をLI』心に考える｡縦波:安達瞳子(花道家)氏。

緑林文化政策研究会縦･凶土緑化州進機榊（公03-3262-8451)／学士会館

(東附(郁千代in区神1I1fM1111.,"03-3292-5931)/｢里山に何を求めるか｣を

テーマに若手研究新．行政細当量片による研究成果の発表・討論を行う。

I､12～13

各地 木材を活用した学校施設に

閲する識習会
１
２
２

①
②
③

24～25

6～7

15～16

2001年春期r国民参加の森

林づくり」シンポジウム

東京 1.25

撫林文化政策研究会議シン
ポジウム

1．．27〃

月2

区分’行事名 期間I主催団体/会場/行事内容等
全側林業試験研究機関協議会（鳥取県八頭郡河原町稲常113鳥取県林業

試験場内（事務局)a0858-85-2511)/イイノホール（東京都千代田区内

華町2-1-1飯野ビル7F)/r20世紀の森林･林業技術の検証」をテーマ

として成果を発表し，討論を行い，技術の禰嘆化と普及促進を図る。

森林･木質資源利用先端技術推進協縦会（東京都中央区八J-堀3-5-8戒椛

第2｣遥岡ピル7F"03-3206-3046)/木材会館（江東区深川)/シンポジ
ウムrどうなる/21世紀の木材ﾉ砿業」を|州雌。詳細は主催者まで。

東京 第341I11林業技術シンポジ
ウム

2．8

10:Ⅱ～|16:00

’
森林・木質資源利用先端技

術推進協議会シンポジウム

2．16

10:45～17：20

〃

一一一一一一一一

<日林協催し等の募集のお知らせ〉
日林協では，林業技術の向上・普及を図るべく，毎年次の催し等を開催し，審査・表彰
等を行っています。募集が始まっているものもあり，各支部におかれましては推薦等ご準
備ください。照会等は，日林協総務部（丑03-3261-5281）まで。

第47回《林業技術賞》 ◇所属支部長推薦［締切：平成13年3月31日（予定)］

林業技術の向上に貢献し，林業振興に多大な業績を挙げられた方に贈られます。本賞は，
半世紀近くの歴史を重ね，林業界を代表する賞のひとつとなっています。

《林業技術コンテスト》◇所属支娠推薦[締切:平成13年4月20日(必着)］
わが国林業の第一線で実行・指導に従事されている技術者の，業務推進の中で得られだ
成果や体験等の発表の場として本コンテストを開催しています。

第47回

第12回《学生林業技術研究論文コンテスト》
◇大学実部長推薦［締切：平成13年3月15日（予定)］

赫業技術の研究推進と若い林業技術者育成を図るため大学学部学生を対象として，森
林・林業に関する論文（政策提言も含む）を募集しています。

林協学術研究奨励金》助成ﾃー ﾏの募集(諜中11）第5回(平成13年度)《日
[締切：平成13年2月28日（必着)］募集要綱は，12月号37ページに掲載。

第48回《森林・林業写真コンクール》 (作品募集中11）

募集要綱は，11月号37ページに掲載。［締切：平成13年2月28日（消印有効)］

林業技術No.7062001.1-⑲



謹賀新年平成'3年元旦社団法人日本林業技術協会
理事長弘中義夫専務理事根橋達三常務理事鈴木宏治

理事赤井龍男廿利敬正池谷キワ子太田昭彦太田猛彦小沢操

勝田柾黒木隆年水平奥吉阪元兵三佐々木悪彦下山晴平

田中義昭筒井辿夫難波宣士林久晴林弘半田勉

平井孝司福島康記真柴孝司的場紀壹真宮靖治南方康

茂木博森田稲子山本博司渡辺宏安養寺紀幸喜夛弘

中易紘一

監事山口夏郎小沼順一

顧問三澤毅大貫仁人福森友久鈴木郁雄
職員一同坂口勝美松井光蕊小林篇士雄小畠俊吉

I会員募集中！（担当：日林協総務部丑03-3261-5281)

l投稿募集中！（担当：日林協編集部冠03-3261-6968）
成果や体験をまとめたもの，記事の感想やご意見など大歓迎です。
投稿･感想．ご意見などはE-mailでも可/tetsuji@jafta.or.jp

新たな世紀を迎え，会員皆様のご

意見等をいただきつつ，タイムリー

で役立つ資料を提供するとともに，

会員相互の傭報交換の場としてご活

剛いただけるよう，スタッフー同い

っそうの努力を続けてまいりたいと

考えております。

よろしくお願い申し上げます。

ここで，日ごろから豊富なご経験

をもとに，幅広い視野からのご意見

をいただいております編築委員の皆

様を，ご紹介いたします．

（あいうえお順・敬称略）

塩塚腱二日本製紙株式会社

茂田和彦国土緑化椛進機拙

杉浦幸戯東京腱業大学

鈴木和次郎森林総合研究)W

樋口靖男束頗部

平川泰彦森林総合WI究所

福田健二東京大学

松本光朗森林総合研究所

また，林野庁からは，

（敬称略）

林政部木材課中胤孝雄

森林整備部計画課神長健夫

同治山課鮫島康夫

同整備課原修

同研究普及課赤堀聡之

国有林野部業務課塚田直子

の方々に，オブザーバーとしてご協

力をいただいております。

I『森林航測』193号(今年度第3号)の予告
liil号は,2月下旬～3月上旬の刊行をIテI指し，現在制作中です。

’
◎海外出張（派遣）

11/30～12/24,IH過参事，ミャ
ンマー中央乾燥地緑化計画短期調
査，同!聖1．

12/11～20,藤森技術指導役,増
井睦l際蛎業部次長，宮部課長代理，

ジンバブエ剛グワーイ及びベンベ

ジ地区森林資源訓査，同国。
12/14～23，鈴木(康)航測部長，

インドネシア植林無償第1期工事

着工立合い，同国。
◎調査研究部関係業務

12/11,於本会,水源地森林機能

の定批評mliに関する検討委員会。
◎林業技士養成講習スクーリング
研修

12/4～8,於本会,林業機械部門

を(前)筑波大教授・鈴木正之氏ほ
か5名を講師として実施。受講者

18名。

12/11～15,於本会,森林評価部
門を鳥取大名誉教授・栗村哲象氏

ほか4名を講師として実施。受講

者14名。

◎番町クラブ12月例会

12/22,於本会，ビデオ上映およ

び会員による懇親会を行った。

◎人事異動(12月31日付）

定年退職主事森悦里子

退職主任研究員氏家正

（1月1日付）
嘱託主任調査員佐藤賢一

●

林業技術第706号平成13年1月10日発行

編集発行人弘中義夫印刷所株式会社太平社

発行所社団法人日本林業技術協会。

〒102-0085束京削汗代田区六番町7TELO3(3261)5281(代）
振替00130-8-604-l8"FAXO3(3261)5393(fU

【URL)http:"wwwjade.dti.nejp/~tjafta

RINGYOGIJUTSU

JAPANFoREST

publiShedby

TECHNICALASSOCIATION

TOKYOJAPAN

（編集部スタッフ）

村岡哲而福井昭一郎

吉田功花岡純子
〔普通会費3,500円・学生会費2,500円・終身会費(個人)30‘000円〕

⑩－林業技術No.7062001.1
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新 春御慶 社団法人日本林業技術協会

支部支部長支部幹事支部支部長支部幹事

都道府県支部

北海道尾II1篤治

青森納谷敏夫

岩手本山芳裕
宮城小原恋由

秋田川喜多進

山形加藤征伍

福島五十嵐保雄
茨城藤田正弘

栃木高橘東平

群馬渡辺征紀

埼玉長谷部翼一

千葉松原功

東京三谷清

神奈川瀧澤弘

新潟皆川建五
富山山水利夫
石川三橘俊一

福井橋本義弘
山梨河野元信

長野古林弘充

岐阜渡辺聡
静岡関沢悪

愛知山中学

三重冨mひろし

滋賀笹尾宇平

京都青合幹夫
大阪三宅英隆

兵庫村肝1善郷
奈良池山克宏

和歌山毛胤眞

鳥取山本紀彦

島根遠田博
岡山浪速昭彦

森林管理局等支部

北海道、尾秀夫

旭川大山剛
北見田｜：之弘

帯広大迫敏裕

函館仲雄二
＝
森高畑博之目

東北田川隆太郎

関東酒井功
東京青木ilミ篤

中部大槻幸一郎

名古屋松本芳樹
近畿中国尾頭誠
四国石川進
九州小川康夫

林野庁凋胤操

総合研究幕田‘'1森 潔

熱誰ｾﾝﾀｰ中道正

驚蕊籠蕊岡田恒夫
緑資源公団u商照利

大学支部

北海道大石）|：寛

岩手大橋本良二

山形大高橘教夫

宇都宮大笠朧義人
東京大小林洋司

東京農工大上野洋二郎
筑波大餅田治之

東京磯業大河原輝彦

日本大l11根明歴

玉川大杉本和永

新潟大山本仁志

信州大典住侑司

静岡大小l嶋睦雄

名古屋大服部重昭

岐阜大戸松修
三重大山崎忠久

京都大大畠誠一
京都府立大斉藤秀樹

鳥取大藤jI：禧雄

島根大井口隆史

愛媛大末田達彦
高知大山本武

九州大吉田茂二郎

宮崎大中尾登志雄

鹿児島大西川匡英
琉球大安照練雄

弘
明
之
山
憲
臣
幸
孝
隆
泰

侑
隆
康
憲
好
一
浩
正
利

瀬
杉
村
原
藤
川
部
井
久
原

佐藤泰弘

木村嗣典

菊地俊明

藤谷政彦
児玉勝

山本澗

安部一栄

平野隆昌

酒ノ|：武

傅村充善

城田久之

上村邦雄
久保繁幸
|：手證三

赤木利行

川村栄

満鷲淳一

羽場達夫

同黒仁一

原
布

峨
猫
中
小
佐
増
渡
川
沖
松

浅海殉也

佐野一夫

樋口靖男

木村敏

海藤秀明

商野了一

ﾉ|：上一隆

間宮甫

千頭和義幸
久米義繩

古沢弘康

松村史基

水嶋俊司

奥田哲夫

信田繁治

古家達朗

諸岡充

田11’敏道

枡谷眞伍

灘野誠

林 孝明

安食陽二

上田和昭

細芳隆榔
簡剛

矢野勝則

滝川瞭

中久幸

前田悟

MfIIj高激

1

１
８
１
０
１
１
１
１

山 本美穂

白旗学

神田リエ
府原節子

酒井秀夫

岩岡正博

中村徹

河原輝彦

吉沢由紀

杉本和永

Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
１
１
１
１
１
１
１
１
１
０

Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
０
１
１
１
Ｉ
Ｉ

山本仁志

原紀子

逢坂興宏

竹中千蝋

伊藤栄一

小林美子

中根勇雄

紬谷信彦
佐野淳之

長山泰秀

戎信宏

柴山善一郎

吉田茂二郎
伊藤哲

寺岡行雄

触山統一一

広
山
徳
香
愛
高

ｌ
１
Ｉ
Ｉ
Ｉ
ｉ
ｌ
１
１
Ｉ

島
口
島
川
媛
知
岡
賀
崎
本
分
崎
島
縄
児

平本勝吉

水原隆

船田征二郎
小野洋

石川誘弘
田中修二
大城勇夫福

佐
長
熊
大
宮
鹿
沖

１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１

篠原宏

早稲田正

毛利安喜

高木茂

田所雅之

溝添俊樹

宮城政福

庄野章直

久保完二

一條栄一

長野滴

涛切希代彦

北之口泰哉

新垣隆

1

1
1
1
1
1
」L二一一一二二 ■■一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一－一一一一一一一一一一一一一一＝一一一一一一ー一-一一一一



認

安全､そじ亡人と自然の調和を目指Ⅸ。然 目全 そ の

巾広い適用害獣
ノウサ毛カモシカ、そしてシカに忌避効果

が認められた初めての縦附タイプ9忌避剤で爺

散布が簡単
これまでに無いゾル間l1で､シカ､ノウサギの棚

幹部分の皮剥ざ被沸に予防散布が行えます。

長い効果
薬液は謡!<鞄燃し､;輔による流亡がなく、

食害を長期にわたって防止します。

安全性
ｲi効成分のジラムは、殺閑剤として輝|側|’

されてきた低姻'|諜尚llて禅､物です。

野生草食獣食害忌避剤
農林水産省登録第17911号

・
・ ｱご水和剤

|’

販売田S大同商事株式会社製造保土谷アクロス株式会社
本社／〒105-0013東京都港区浜松町1丁目IO番8号(野田ビル5F)

東京本社03(5470)8491IIW/大阪06(623I)2819/九州092(761)1134/札幌0II(563)0317
カタ画ｸめどi,f求は、上i肥伽脈へどう蕊

函壼甲~、野生動物と共存 特許

プ】キ チサ ユ
■■■■■

シカ・カモシカ・ウサギ・ネズミ

食害完全防止
ヘキサチューブは獣害防止補助金メニューに入っています
現在1500本/ha以下崖たは2000木加a植栽に変わっています

鯛穏諏石晨＝

Kハキ●匡ジキ●･仏
一

捌'の軽禦伐防集雪に耐え為

⑭c蝋纈蛎欝
■営業部京都

〒613-0034京都府久世郡久御山町佐山西ノロ10－1日本フアミリービル3F

TELO774-46-1351(代)FAXO774-48-1005
o=mailphyto@hexatube・com

■営業部東京

〒101－0052束京都千代田区神田小川町3－28昇龍鯨ビル302
TELO3－5259－9510FAXO3－525g－9720」

写真は植栽後4年のスギ

（チューブの長さ140cm)

<http://www.hexatube.com/>
、<､《

造林木を野生動物の食害から守る
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測る
あらゆる図形の座標・面積・線長（周囲長）・辺長を

圧倒的なコストパフォーマンスで簡単に同時測定できる外部出力付の

測
定
ツ
ー
ル
の
新
し
い
幕
開
け
ス
ー
パ
ー
プ
ラ
ニ
ク
ス
に
β
（
ベ
ー
タ
）
登
場
。

検査済み±0.1％の高精度

5:輿はスーパーブラニクスβの蝋#ﾘiタイプ

スーパーブラニクスβは､工場出荷'1寺に厳格な検査を施して

いますので､わずらわしい誤差修正などの作業なしでご附入

されたときからすぐ士0.1％の高糒度でご使用になれます。

使いやすさとコストを
’ |，コンビュタフレンドリィなオプションツール

追及して新発売！
16桁小型プリンタ、RS-232Cインターフェイスケーブル、

ワイヤレスモデム､キーボードインターフェイス､各種専用

プログラムなどの充実したスーパーブラニクスαのオプショ

ンツール群がそのまま外部出力のために使用できます。

スーパープラニクスβ(ー ﾀ）

や外部出力付今
標準タイプ……

プリンタタイブ

￥160000

￥192000
測定操作が楽な直線補間機能とオートクローズ機能

「 、
豊富な機能をもつスーパープラニクス

の最高峰スーパープラニクスα(ｱﾙﾌｧ）

スーパープラニクスαは、座標辺長、線長

面職半径、図心、三斜（底辺高さ面積）、

角度（2辺長、狭角）の豊富な測定機能や、コ

ンピュータの端末デジタイザを実現する外部出

力を備えた図形測定のスーパーディバイスです。

羅關

皇患劉

鞭

０
０
０
０
０
０
８
０
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２
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￥
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オオタカの営巣地における
森林施業-生息環境の管理と間伐等における対応一
■A4判･152頁カラー図版■定価（本体4000円十税）

●人工林や二次林に営巣することの多い猛禽類の特徴等をまとめ、どなたでも種を絞り込
めるように識別点を解説／

●より多くの野生生物の生息環境を生み出すような人工林の管理について解説／

●英・米でのオオタカ生息地管理法を紹介しながら、わが国における林分管理方法を検討
●間伐を中心に、実際に施業を実施する際に注意すべきことをマニュアル化／

／

繍黙轍蓄電ク 学森にふれ森にぶ
■A4判･104頁･一部カラー図版■頒価1500円(税込）

●森林環境教育のための実践指導ガイドブック／学校の先生方やボランティア団体等の指導者
の方々が、小学校高学年から中学生を対象として、森林環境教育の実践指導を行われる際の指
導ガイドブックです。

●幅広い地域での活用も可能／本書は森林体験学習の実践方法、地域の歴史､伝統文化､生活

様式等に触れる機会を組み合わせながら、北海道森林管理局の国有林をフィールドとして､森林
と人とのかかわりについて学習できるようプログラムを構成していますが、他地域においても自然

の特質や歴史、文化等を置き換えることによって、幅広い活用が可能と思われます。
構成･･森に行く、森にふれる、森に学ぶ、森のひみつ、森を知る、森に入る前に、応急処置の仕方他
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鋤人工林林分密度管理図
林野庁監修（待望の復刻｡全22図／解説書付）

⑥昭和53～62年にかけて製作された『人工林林分密度管理図』－

スギ､ヒノキ､アカマツ､カラマツ､広葉樹(ブラ類.クヌギ)の5樹種を■各図A4シート．
ホルダーケース入

対象として地域別に作られ(全22g)､わが国の森林整備における
（解説書付）

基礎的技術資料としてさまざまな分野で使用されています｡特に

間伐の実行に有力な判断材料を提供します｡．定価(セット価格)(本体2000円十税).〒料別

開発援助に携わる人々の必読書。授業教材としても高い評価。
目園唾雁ヨ云圭塞ぎ、錘呈ローー舎函の[．未三宝踞竺+昼〃 本書の構成..日本の自然．動植物。
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関係国でも多くの翻訳一一待望の日本語版登場/ 本書の構成･･日本の自然・動植物。森林帯とその特徴。

マイケル.M･チェルネア編/"開発援助と人顛学”勉強会訳日本の森林の歴史。所有形態・管理・法体制等。日本の人工林。

開発は誰のために"糒筒澗螺瀕禰、
JoSASSEジョー.サッセ●援助の社会学･人類学●
オーストラリアビクトリア州天然資源環境

PuttingPeOpleFirSts｡ciolo画に副IValiableSillRLI1'all)e,･elopment省.林木技術ｾﾝﾀー主任研究員｡農学博士
B5判,408頁，定価(本体3500円十税)B5変型80頁定価(本体1000円十税）
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森林の地理情報システム(GIS)はここまで来ている／各界に大きな反響ノ好評発売中／

森林GIS入門:蚕儲ｱ
－これからの森林管理のために－新しい時代の森林管理．森林情報とは。

本林業技術協会 業部まで求 技 事お めは……社団法人日
〒102-0085東京都千代田区六番町7
図書のお求めは書名・冊数。,送付先・電

は……社団法人
2-0085東京都千代田区六番町7

日
TTEL.03-3261-6969FAXbO3-32

話・氏名を明記のうえFAXでどう

61-3044

ぞ。

日林協の〈刊行物・ビデオ・物品等の総合目録〉がございます。ご利用ください（事業部）


	表1

	表2

	2001年1月号目次

	年頭のごあいさつ

	緊急報告_気候変動枠組条約第6回締約国会議(COP6)の結果について

	今，現場では…_研究の現場では…林業機械の技術開発の現状

	今，現場では…_研究の現場では…樹木の遣伝子操作―21世紀への展望

	今，現場では…_行政の現場では…岩手県における森林GISの現状と課題

	今，現場では…_国有林の現場では…親しまれる国有林を目指して―樹木博士認定会等の実践から

	今，現場では…_民有林の現場では…断固森林を守る―あまりにも苦しく，あまりにも素晴らしい林業

	今，現場では…_森林組合の作業現場では…新規参入者からの提案― I ターンして飛び込んだ林業現場で見たもの， 感じたこと

	第47回(平成12年度)森林･林業写真コンクール優秀作品(白黒写真の部)紹介

	海外勤務処方箋―Buongiorno FAO〈最終回〉終章「林業(timber forestry)｣から「森林業(holistic forestry)｣へ｢複眼フォレスター｣が切り拓く21世紀の環境共生社会

	「北の森◇北の風」通信22_カモシカ―群れてネット化のきざし

	研ちゃんの5時からセミナー4_ハマキガの古巣／統計にみる日本の林業_野生鳥獣による森林被害／こだま_インターネット
 
	新林野庁体制がスタート(平成13年1月6日）／本の紹介_日本近代林政年表／林政拾遺抄_肥松

	緑のキーワード_アンブレラ種／新刊図書紹介

	林業関係行事一覧

	協会からのお知らせ

	奥付対向

	表3対向
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